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戦後日韓関係における「体制摩擦」と日本外交

戦
後
日
韓
関
係
に
お
け
る
「
体
制
摩
擦
」
と
日
本
外
交 

　
　

―
―
一
九
六
一
―
一
九
八
七
年
―
―

昇　
　
　

亜　

 

美　

 

子

は
じ
め
に
―
―
日
韓
関
係
と
「
体
制
摩
擦
」

　

一
九
九
八
年
一
〇
月
八
日
、
小
渕
恵
三
首
相
と
金
大
中
韓
国
大
統
領
は
会
談
後
に
「
日
韓
共
同
宣
言
―
二
一
世
紀
に
向
け
た
新
た

な
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
―
」（
以
下
「
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
言
」）
を
発
表
し
た
。
同
宣
言
で
は
小
渕
首
相
が
、
韓
国
が
飛

は
じ
め
に
―
―
日
韓
関
係
と
「
体
制
摩
擦
」

一　

五
・
一
六
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
と
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉

二　

維
新
体
制
の
成
立

三　

朴
正
煕
大
統
領
暗
殺
か
ら
光
州
事
件

四　

全
斗
煥
政
権
の
成
立
と
金
大
中
死
刑
判
決

五　

金
大
中
死
刑
判
決
を
め
ぐ
る
日
米
政
府
の
協
力

六　

鈴
木
政
権
か
ら
中
曽
根
政
権
へ

お
わ
り
に
―
―
「
体
制
摩
擦
」
の
解
消
と
日
韓
関
係
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躍
的
な
発
展
と
民
主
化
を
達
成
し
、
繁
栄
し
成
熟
し
た
民
主
主
義
国
家
と
し
て
成
長
し
た
こ
と
に
敬
意
を
表
し
た
の
に
対
し
、
金
大

中
大
統
領
が
、
戦
後
日
本
の
平
和
主
義
に
基
づ
い
た
外
交
・
安
全
保
障
政
策
を
高
く
評
価
し
た
。
そ
し
て
、「
両
首
脳
は
、
日
韓
両

国
が
、
自
由
・
民
主
主
義
、
市
場
経
済
と
い
う
普
遍
的
理
念
に
立
脚
し
た
協
力
関
係
を
、
両
国
国
民
間
の
広
範
な
交
流
と
相
互
理
解

に
基
づ
い
て
今
後
更
に
発
展
さ
せ
て
い
く
と
の
決
意
を
表
明
し
た
」
と
謳
わ
れ
た
の
で
あ
る）

（
（

。

　

両
首
脳
が
「
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
言
」
に
署
名
し
た
時
、
韓
国
が
本
格
的
に
民
主
化
し
て
か
ら
、
そ
う
長
い
時
間
が
経
っ

て
い
な
か
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
前
の
冷
戦
期
の
日
韓
関
係
に
は
、
小
此
木
政
夫
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
体
制
摩
擦
」
の
問
題

が
横
た
わ
っ
て
い
た）

（
（

。
小
此
木
が
指
摘
す
る
体
制
摩
擦
の
要
点
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
政
治
分
野
で
は
、
日
本
が
先
進

的
な
民
主
主
義
体
制
で
あ
る
の
に
対
し
、
韓
国
は
軍
隊
が
実
権
を
握
る
権
威
主
義
体
制
で
あ
る
と
い
う
体
制
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
、

第
二
に
、
経
済
分
野
で
は
、
日
韓
両
国
の
間
に
は
大
き
な
資
本
規
模
お
よ
び
技
術
水
準
の
格
差
が
あ
り
、
韓
国
経
済
が
日
本
経
済
に

従
属
す
る
か
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
軍
事
分
野
で
は
、
冷
戦
の
枠
組
み
に
お
い
て
両
国
と
も
米
国
の
同
盟
国
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
韓
間
の
安
保
交
流
・
協
力
は
存
在
せ
ず
、
相
互
に
危
険
視
す
る
傾
向
さ
え
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

本
稿
は
こ
の
う
ち
、
特
に
第
一
点
目
の
政
治
体
制
摩
擦
に
着
目
し
、
ま
た
第
三
点
目
と
深
く
関
わ
る
、
日
韓
の
安
全
保
障
認
識
の

違
い
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
戦
後
日
本
の
対
韓
外
交
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
体
制
摩
擦
の
問
題
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の

か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
第
一
に
、
日
本
政
府
が
ど
こ
ま
で
韓
国
の
体
制
維
持
に
積

極
的
に
協
力
し
、
正
統
性
を
与
え
る
の
か
と
い
う
問
題
と
の
関
連
で
あ
る）

3
（

。
韓
国
の
歴
代
の
政
治
指
導
者
は
、
権
威
主
義
体
制
を
、

南
北
対
立
と
い
う
準
戦
時
体
制
の
も
と
で
、
反
共
体
制
を
維
持
し
政
治
的
安
定
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
民
主
主
義
や

人
権
の
犠
牲
は
や
む
を
得
な
い
と
い
う
理
由
で
正
当
化
し
て
き
た）

4
（

。
冷
戦
期
の
日
本
の
対
韓
経
済
協
力
も
、
基
本
的
に
は
、
韓
国
の

政
治
的
安
定
を
確
保
す
る
こ
と
で
共
産
主
義
の
日
本
へ
の
「
間
接
侵
略
」
を
抑
止
す
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
え
よ
う）

（
（

。
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し
か
し
な
が
ら
、
平
和
主
義
と
反
軍
主
義
的
傾
向
を
強
く
持
つ
世
論
と
野
党
の
存
在
も
あ
り
、
日
本
政
府
に
と
っ
て
は
、
分
断
国
家

で
あ
り
な
お
か
つ
権
威
主
義
体
制
で
あ
る
韓
国
へ
の
協
力
は
そ
れ
自
体
が
政
治
問
題
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
朝

鮮
半
島
の
安
全
保
障
問
題
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
判
断
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
政

治
体
制
が
維
持
さ
れ
る
の
か
と
い
う
韓
国
の
内
政
問
題
は
、
日
本
の
対
韓
姿
勢
を
決
め
る
う
え
で
一
定
程
度
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
。

　

第
二
に
、
韓
国
の
権
威
主
義
体
制
評
価
と
北
朝
鮮
の
脅
威
評
価
と
い
う
相
互
に
深
く
関
連
し
た
問
題
は
、
自
民
党
内
に
お
け
る
リ

ベ
ラ
ル
派
と
保
守
派
の
内
部
的
な
論
争
を
も
た
ら
し
た）

（
（

。
岸
信
介
や
石
井
光
次
郎
、
船
田
中
、
椎
名
悦
三
郎
、
田
中
龍
夫
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
な
親
韓
派
と
い
わ
れ
る
自
民
党
議
員
は
、
金
鍾
泌
、
李
厚
洛
ら
と
密
接
な
関
係
を
築
き
、
朴
正
煕
体
制
へ
の
支
援
に
積
極

的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、「
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
問
題
研
究
会
（
以
下
Ａ
Ａ
研
）」
に
属
す
る
宇
都
宮
徳
馬
（
一
九
七
六
年
に
自
民

党
を
離
党
）
ら
は
、
こ
れ
ら
親
韓
派
議
員
と
朴
正
煕
体
制
の
関
係
を
「
癒
着
」
と
し
て
批
判
し
た
。
ま
た
自
民
党
の
派
閥
で
は
、
宏

池
会
に
は
軍
事
独
裁
へ
の
抵
抗
感
や
、
南
北
朝
鮮
へ
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
比
較
的
強
く
、
韓
国
の
権
威
主
義
体
制
と
の
関
係
強
化
に

は
概
し
て
慎
重
な
者
が
多
か
っ
た）

7
（

。
後
述
す
る
鈴
木
善
幸
政
権
の
金
大
中
問
題
へ
の
対
応
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
側
の
政
策
担

当
者
が
ど
の
よ
う
な
外
交
思
想
、
安
全
保
障
認
識
を
抱
い
て
い
る
か
が
、
対
韓
外
交
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
。

　

第
三
に
、
野
党
社
会
党
が
国
内
政
治
の
文
脈
で
政
府
を
批
判
す
る
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
韓
国
の
権
威
主
義
体
制
下
の
人
権
侵
害

の
問
題
に
つ
い
て
頻
繁
に
取
り
上
げ
た
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
日
本
政
府
の
韓
国
国
内
の
人
権
侵
害
問
題
へ
の
対
応
は
全
般
的
に
受

け
身
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た）

（
（

。
ま
た
、
日
本
国
内
で
韓
国
の
民
主
化
を
推
進
し
よ
う
と
運
動
し
た
韓
国
民
主
回
復
統
一
促
進
国

民
会
議
（
韓
民
統
）・
日
本
本
部
と
い
っ
た
民
間
団
体
は
、
韓
国
の
反
政
府
民
主
化
勢
力
を
後
押
し
し
て
い
た
た
め
、
日
本
政
府
と

し
て
こ
れ
に
積
極
的
に
関
与
で
き
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
日
本
政
府
は
そ
の
役
割
の
主
眼
を
韓
国
の
経
済
開
発
に
置
き
、

民
主
化
や
人
権
問
題
は
野
党
や
民
間
団
体
の
領
域
と
み
な
す
傾
向
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る）

（
（

。
さ
ら
に
、
一
九
九
〇
年
代
以
前
は
民
主

主
義
や
人
権
と
い
っ
た
普
遍
的
価
値
に
対
す
る
日
本
の
一
般
世
論
の
関
心
は
薄
く
、
政
治
家
、
外
務
官
僚
の
間
で
も
優
先
順
位
は
高
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く
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

第
四
に
、
日
本
政
府
側
に
は
、
過
去
の
歴
史
問
題
が
解
決
し
て
い
な
い
状
況
で
、
欧
米
同
様
の
姿
勢
で
韓
国
国
内
の
政
治
体
制
お

よ
び
人
権
状
況
に
言
及
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
躊
躇
が
あ
り）

（1
（

、「
内
政
干
渉
」
と
取
ら
れ
な
い
こ
と
に
き
わ
め
て
大
き
な
配
慮
を
し

て
い
た
。
ま
た
、
日
本
政
府
内
に
は
在
日
韓
国
人
の
人
権
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
化
す
る
こ
と
へ
の
恐
れ
も
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

第
五
に
、
日
韓
関
係
に
お
い
て
体
制
摩
擦
の
問
題
は
常
に
潜
在
的
に
あ
っ
た
が
、
日
本
の
対
韓
政
策
上
そ
れ
が
顕
在
化
す
る
の
は
、

韓
国
側
の
情
勢
変
化
や
日
本
側
の
政
策
担
当
者
の
政
策
的
志
向
に
加
え
て
、
デ
タ
ン
ト
と
い
っ
た
客
観
的
国
際
環
境
、
そ
し
て
米
国

が
ど
の
よ
う
な
対
日
・
対
韓
政
策
を
採
る
の
か
と
い
う
要
素
が
関
係
し
て
い
た
。

　

以
下
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
一
九
八
〇
年
代
ま
で
、
韓
国
に
お
け
る
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
、
戒
厳
令
布
告
と
い
っ
た
内
情
変
化

に
対
し
て
、
日
本
政
府
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
と
と
も
に
日
米
両
政
府
の
一
次
史
料
を
利
用
し
な
が

ら
明
ら
か
に
す
る
。
と
り
わ
け
、
体
制
摩
擦
に
起
因
す
る
問
題
が
日
韓
関
係
を
最
も
緊
張
さ
せ
た
と
い
え
る
、
全
斗
煥
体
制
下
に
お

け
る
金
大
中
を
め
ぐ
る
処
遇
へ
の
日
本
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。

一　

五
・
一
六
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
と
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉

　

長
期
に
わ
た
る
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
に
も
、
韓
国
の
政
情
変
化
は
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
日
韓
の
第
五
次
会
談
・
予
備
交
渉

が
進
む
中
で
、
一
九
六
一
年
五
月
一
六
日
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
張
勉
政
権
が
崩
壊
し
、
七
月
三
日
に
朴
正
煕
が
国
家
再
建
最

高
会
議
議
長
の
座
に
就
く
と
、
池
田
勇
人
政
権
は
国
内
の
様
々
な
勢
力
お
よ
び
米
国
政
府
の
反
応
を
考
慮
し
な
が
ら
、
慎
重
に
態
度

を
決
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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五
・
一
六
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
の
一
〇
日
前
に
は
、
日
本
か
ら
野
田
卯
一
を
団
長
と
す
る
「
自
民
党
訪
韓
議
員
団
」
が
池
田
首
相
の

張
勉
総
理
宛
親
書
を
携
え
て
韓
国
を
訪
問
し
、
こ
れ
に
外
務
省
か
ら
伊
関
佑
二
郎
ア
ジ
ア
局
長
も
同
行
し
て
、
金
溶
植
外
務
部
次
官

と
の
非
公
式
折
衝
ま
で
行
っ
て
い
た）

（（
（

。
日
本
で
は
張
勉
政
権
が
安
定
し
て
い
る
と
の
分
析
を
前
提
に
日
韓
会
談
を
進
め
よ
う
と
し
て

い
た
矢
先
で
あ
っ
た
た
め
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
の
シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
く
、
大
平
正
芳
官
房
長
官
は
「
寝
耳
に
水
と
は
こ
の
こ
と
」
と

述
べ
た）

（1
（

。
ま
た
伊
関
ア
ジ
ア
局
長
は
「
新
内
閣
が
経
済
再
建
に
本
格
的
に
乗
り
出
そ
う
と
し
た
と
き
に
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
た
こ

と
は
全
く
意
外
だ
。
日
韓
交
渉
を
韓
国
政
府
が
急
い
だ
の
も
経
済
再
建
の
た
め
だ
っ
た
。
も
う
少
し
待
て
な
か
っ
た
か
と
い
う
気
が

す
る
。
日
韓
会
談
妥
結
も
当
然
の
び
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
日
韓
国
交
正
常
化
と
い
う
方
向
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
の

考
え
を
明
ら
か
に
し
た）

（1
（

。

　

五
月
二
二
日
に
は
、
国
家
再
建
最
高
会
議
の
金
弘
壹
外
務
部
長
官
が
、
中
断
さ
れ
た
日
韓
予
備
会
談
の
早
期
再
開
方
針
を
明
ら
か

に
し
た
が
、
日
本
の
外
務
省
は
、
革
命
政
権
が
合
憲
政
権
で
は
な
い
と
い
う
事
情
を
重
視
し
、
慎
重
に
検
討
し
て
い
た）

（1
（

。
日
本
側
と

し
て
、
予
備
会
談
再
開
に
応
じ
る
態
度
を
決
定
す
る
際
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
律
的
問
題
点
は
二
点
あ
っ
た）

（1
（

。
第
一
に
、

予
備
会
談
再
開
に
よ
り
、
憲
法
上
の
手
続
き
を
無
視
し
て
で
き
た
革
命
政
権
（
軍
事
政
権
）
を
事
実
上
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
可
能

性
、
第
二
に
、
民
主
的
お
よ
び
憲
法
上
の
手
続
き
に
反
し
て
で
き
た
軍
事
政
権
は
、
一
九
四
八
年
一
二
月
一
二
日
の
国
連
決
議
（
韓

国
政
府
は
、
自
由
選
挙
に
よ
っ
て
成
立
し
た
朝
鮮
に
お
け
る
唯
一
の
合
法
政
府
で
あ
る
と
の
立
場
）
に
該
当
す
る
政
府
と
は
い
え
な
い
可

能
性
で
あ
る
。
そ
の
後
日
本
政
府
は
、
慎
重
な
が
ら
も
交
渉
の
継
続
は
可
能
だ
と
の
判
断
に
至
る
。
そ
こ
に
は
、
米
国
政
府
の
判
断

も
影
響
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
外
務
省
は
、
駐
韓
米
国
大
使
館
と
き
わ
め
て
緊
密
に
連
絡
を
取
り
、
情
報
を
得
て
い
た
。
五
月

一
九
日
に
は
駐
日
米
国
大
使
館
の
グ
ラ
イ
ス
テ
ィ
ー
ン
書
記
官
（W

illiam
 H

. Gleysteen Jr.

）
が
ア
ジ
ア
局
に
対
し
、「
張
勉
内
閣

が
形
式
を
整
え
て
辞
任
し
、
こ
れ
に
よ
り
尹
（
潽
善
）
大
統
領
は
憲
法
上
の
手
続
き
に
従
っ
て
行
動
し
得
た
」、「
米
国
政
府
に
よ
る

新
政
府
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
外
見
上
合
憲
的
な
政
権
交
代
が
行
わ
れ
た
の
で
、
米
大
使
は
新
し
い
信
任
状
を
必
要
と
し
な
い
と
思
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う
」
と
米
国
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
伝
え
て
い
る）

（1
（

。

　

条
約
局
は
五
月
三
一
日
付
の
「
日
韓
予
備
会
談
再
開
の
場
合
に
生
ず
べ
き
法
律
的
問
題
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
書
に
お
い
て
、

「
現
在
の
軍
事
政
権
は
暫
定
的
措
置
で
あ
っ
て
遠
か
ら
ざ
る
時
期
に
憲
法
に
基
づ
く
政
治
に
復
帰
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の

立
場
か
ら
、
以
下
の
結
論
を
引
き
出
し
た
。

　

現
在
の
段
階
に
お
い
て
も
一
時
中
断
さ
れ
た
日
韓
予
備
会
談
を
再
開
し
、
将
来
民
主
的
基
礎
の
上
に
立
つ
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
際
に
締
結

す
べ
き
取
極
の
準
備
を
進
め
て
お
く
こ
と
は
さ
し
つ
か
え
な
い
し
、
ま
た
予
備
会
談
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
本
会
談
に
入
る
こ
と
も
予
想
さ
れ

る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
現
在
の
政
権
と
の
間
に
結
ぶ
取
極
は
当
然
将
来
民
主
的
基
礎
の
上
に
成
立
す
べ
き
政
府
に
継
承

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
別
段
支
障
は
な
い）

（1
（

。

　

一
九
六
一
年
六
月
に
池
田
首
相
が
訪
米
し
て
行
わ
れ
た
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
（John F. K

ennedy

）
と
の
会
談
で
は
、
韓
国
の
政
情

と
日
韓
国
交
正
常
化
の
進
展
も
重
要
な
議
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
米
国
側
は
全
般
的
な
対
韓
国
政
策
と
し
て
、
穏
健
化
と
社
会
経
済

的
発
展
を
望
み
ま
た
奨
励
し
て
い
る
こ
と
、
朝
鮮
国
連
軍
の
作
戦
指
揮
権
を
確
実
に
す
る
こ
と
、
対
日
関
係
改
善
を
希
望
し
て
い
る

と
い
っ
た
説
明
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
日
本
側
は
、
米
国
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
同
意
し
、
軍
事
政
権
が
し
ば
ら
く
継
続
す
る
だ
ろ
う
と

確
信
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
ま
た
日
本
政
府
と
し
て
は
、
対
韓
支
援
を
、
場
合
に
よ
っ
て
は
多
国
間
枠
組
み
で
実
施
し
た
い

が
、
国
内
の
軍
事
体
制
へ
の
反
感
と
、
韓
国
の
政
権
が
日
本
政
府
の
申
し
入
れ
に
反
応
す
る
か
ど
う
か
確
信
が
持
て
な
い
た
め
、
慎

重
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
。
同
時
に
日
本
側
は
、
共
産
主
義
者
に
よ
る
韓
国
の
奪
還
を
防
ぐ
こ
と
は
日
本
に
と
っ
て
き
わ

め
て
重
要
で
あ
り
、
韓
国
の
経
済
発
展
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
強
調
し
た）

（1
（

。

　

名
実
と
も
に
権
力
を
掌
握
し
た
朴
正
煕
は
日
米
両
政
府
と
の
関
係
構
築
に
努
め
た）

（1
（

。
朴
議
長
は
米
国
政
府
の
勧
告
も
あ
り
、
八
月

一
二
日
に
は
、
民
政
移
管
の
具
体
的
手
続
き
が
、
一
九
六
三
年
一
月
以
降
実
施
さ
れ
る
声
明
を
出
し
た
。
外
務
省
北
東
ア
ジ
ア
課
は
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こ
の
声
明
に
つ
い
て
、
移
管
の
時
期
が
「
い
さ
さ
か
テ
ン
ポ
が
遅
い
感
じ
が
す
る
」
と
し
つ
つ
も
、
軍
部
政
権
内
に
、
軍
政
を
相
当

長
期
間
継
続
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
「（
こ
の
）
程
度
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
精
一
杯
の
と
こ
ろ
と
も

い
え
よ
う
」
と
評
価
し
た）

11
（

。
日
韓
会
談
再
開
に
向
け
て
、
外
務
省
は
韓
国
の
国
内
情
勢
を
判
断
す
る
た
め
、
八
月
七
日
か
ら
前
田
利

一
北
東
ア
ジ
ア
課
長
を
韓
国
に
派
遣
し
検
討
し
た
結
果
、「
韓
国
側
か
ら
再
開
の
申
出
が
あ
れ
ば
こ
れ
に
応
ず
る
」
と
の
基
本
的
態

度
で
落
ち
着
い
た）

1（
（

。
一
〇
月
二
〇
日
に
第
六
次
日
韓
会
談
が
開
始
さ
れ
た
。

　

一
九
六
二
年
一
一
月
に
は
、
大
平
外
相
と
金
鍾
泌
中
央
情
報
部
部
長
の
間
で
対
日
請
求
権
の
額
を
取
り
決
め
た
「
金
・
大
平
メ

モ
」
が
合
意
さ
れ
、
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
は
大
き
く
前
進
し
た
。
こ
の
合
意
は
そ
れ
ま
で
の
外
務
省
案
の
延
長
上
に
あ
っ
た
が
、

大
平
の
政
治
的
決
断
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た）

11
（

。
当
時
外
相
秘
書
官
を
務
め
た
菊
池
清
明
に
よ
る
と
、
大

平
は
、「
軍
事
政
権
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
あ
そ
こ
ま
で
強
権
的
な
姿
勢
で
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
ね
」

と
漏
ら
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う）

11
（

。

　

一
九
六
三
年
三
月
、
政
権
非
主
流
派
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
が
発
覚
す
る
と
、
朴
議
長
は
同
月
一
六
日
、
民
政
移
管
公
約
を
撤

回
し
、
事
実
上
の
軍
政
の
四
年
間
延
長
を
宣
言
し
た
。
日
本
に
韓
国
の
政
情
不
安
が
伝
わ
る
と
、
国
会
で
社
会
党
は
、
朴
軍
事
政
権

が
深
刻
な
危
機
に
陥
っ
て
い
る
た
め
、
日
韓
交
渉
に
反
対
す
る
と
の
論
陣
を
張
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
池
田
首
相
、
大
平
外
相
は
と

も
に
、
会
談
を
中
止
し
な
い
と
表
明
し
た）

11
（

。
こ
の
一
連
の
出
来
事
に
対
す
る
日
本
政
府
の
考
え
方
は
、
以
下
の
三
月
一
七
日
の
島
重

信
外
務
事
務
次
官
の
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
駐
日
米
国
大
使
（Edw

in O
. Reischauer

）
へ
の
発
言
か
ら
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
発
言

は
、
池
田
首
相
の
指
示
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

韓
国
の
将
来
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
政
治
が
健
全
な
民
主
主
義
確
立
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
長
期
的
、
大
局
的
見
地
か
ら

判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
か
か
る
方
向
へ
向
か
っ
て
の
進
行
の
速
度
や
手
順
は
第
一
義
的
に
は
韓
国
民
自
体
が
韓
国
の
現
実
に
立
脚
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し
て
き
め
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
軍
政
延
長
は
、
一
般
論
と
し
て
は
好
ま
し
く
な
い
が
、
米
国
が
民
主
政
治
確
立
の
原
則
お
よ
び
八
月
民

政
移
管
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
ま
り
に
固
執
し
、
例
え
ば
公
式
声
明
等
に
お
い
て
軍
政
延
長
反
対
の
如
き
意
思
表
示
を
過
早
に
行
な
う
こ
と
は

韓
国
の
内
紛
に
深
入
り
し
す
ぎ
る
結
果
と
な
り
、
却
っ
て
事
態
の
収
拾
を
困
難
と
し
延
い
て
は
反
米
感
情
を
刺
激
す
る
危
険
も
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
際
、
諸
般
の
要
素
を
慎
重
に
勘
案
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

　

七
月
二
七
日
、
朴
政
権
は
三
月
の
軍
政
延
長
の
声
明
を
撤
回
し
、
一
〇
月
一
五
日
に
は
大
統
領
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
、
民
主
共
和

党
か
ら
立
候
補
し
た
朴
正
煕
が
辛
勝
し
た
。
一
一
月
二
六
日
の
韓
国
の
国
会
議
員
選
挙
で
は
与
党
民
主
共
和
党
が
圧
勝
し
、
政
権
の

基
盤
が
確
立
し
た
。
一
九
六
四
年
に
入
り
、
日
韓
会
談
早
期
妥
結
へ
の
動
き
が
一
気
に
進
ん
だ
。
韓
国
内
の
反
対
運
動
の
激
化
に
よ

る
会
談
中
止
を
経
て
、
佐
藤
栄
作
政
権
に
入
っ
て
か
ら
交
渉
が
決
着
し
、
一
九
六
五
年
六
月
二
二
日
に
つ
い
に
日
韓
基
本
条
約
が
締

結
さ
れ
た
。

二　

維
新
体
制
の
成
立

　

一
九
七
二
年
年
一
〇
月
一
七
日
、
朴
正
煕
大
統
領
は
、
国
会
の
解
散
、
政
治
活
動
の
中
止
な
ど
を
内
容
と
す
る
「
大
統
領
特
別
宣

言
」
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、
韓
国
全
土
に
非
常
戒
厳
令
を
発
し
て
、
政
治
集
会
の
禁
止
、
報
道
の
検
閲
、
大
学
の
当
面
閉
鎖
な
ど

を
布
告
し
、
独
裁
色
を
強
め
た
。
外
務
省
の
中
平
立
北
東
ア
ジ
ア
課
長
は
こ
れ
に
つ
い
て
一
八
日
の
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
で
、
日
本
の

対
韓
政
策
、
韓
国
の
対
日
政
策
に
つ
い
て
は
変
わ
り
は
な
く
、
全
く
の
韓
国
国
内
問
題
で
あ
る
と
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た）

11
（

。

　

一
〇
月
二
五
日
に
は
、
元
国
務
総
理
の
丁
一
権
が
大
統
領
特
使
と
し
て
訪
日
し
て
田
中
角
栄
首
相
、
大
平
外
相
な
ど
と
面
会
し
、

朴
大
統
領
の
天
皇
陛
下
お
よ
び
田
中
首
相
宛
て
の
親
書
を
手
交
す
る
と
と
も
に
、
予
定
さ
れ
て
い
た
朴
大
統
領
の
訪
日
中
止
と
、
特



（（

戦後日韓関係における「体制摩擦」と日本外交

別
宣
言
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
た
。
大
平
は
丁
に
対
し
、「
戒
厳
令
に
対
す
る
日
本
の
新
聞
の
反
応
は
当
省
の
説
明
ぶ
り
も
あ
り
比

較
的
穏
便
で
あ
っ
た
が
、
識
者
の
間
で
は
今
回
の
措
置
は
極
め
て
不
評
判
で
あ
り
、
今
後
対
韓
協
力
を
推
進
す
る
の
に
困
難
な
国
内

情
勢
が
生
ず
る
こ
と
を
恐
れ
る
」
と
率
直
に
述
べ
た）

11
（

。
大
平
は
二
七
日
の
会
談
で
も
、「
何
故
旧
憲
法
の
枠
内
で
措
置
を
取
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
憲
法
停
止
と
い
っ
た
措
置
は
か
え
っ
て
国
民
の
信
頼
感
を
薄
め
る
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
も
あ
る
」
と

の
趣
旨
の
発
言
を
し
た）

11
（

。

　

一
方
、
一
一
月
一
一
日
の
外
務
省
の
第
二
一
回
関
係
幹
部
協
議
会
で
は
、
朴
正
煕
政
権
の
戒
厳
令
に
つ
い
て
、
中
平
北
東
ア
ジ
ア

課
長
は
日
本
の
立
場
と
し
て
、「
韓
国
内
の
不
正
腐
敗
の
問
題
も
あ
る
が
、
わ
が
国
の
明
治
維
新
と
対
比
し
同
情
的
に
見
る
べ
し
と

の
意
見
も
あ
る
。
わ
が
国
と
し
て
は
朴
大
統
領
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
が
な
い
の
で
、
批
判
す
べ
き
は
批
判
し
つ
つ
も
そ
の
親
日
政
策

を
支
持
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
日
本
の
口
の
出
し
方
は
難
し
い
。
内
政
干
渉
に
な
ら
ぬ
よ
う
建
設
的
な
助
言
を
す
る
ほ
か
は

な
い
」
と
述
べ
た）

11
（

。
ま
た
調
査
部
長
は
、「
日
本
と
し
て
は
一
種
の
政
経
分
離
政
策
を
と
り
政
治
は
ハ
ン
ド
・
オ
フ
し
て
米
国
へ
ま

か
せ
、
も
っ
ぱ
ら
経
済
政
策
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
品
質
、
価
格
問
題
等
、
純
経
済
的
見
地
か
ら
韓
国
に
口
を

き
く
形
が
賢
明
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
り
、
外
務
省
の
関
係
部
局
は
概
し
て
新
た
な
維
新
体
制
に
つ
い
て
受
容
的
な
態
度
を
示
し

た
）
11
（

。

三　

朴
正
煕
大
統
領
暗
殺
か
ら
光
州
事
件

　

一
九
七
九
年
一
〇
月
二
六
日
の
朴
正
煕
大
統
領
の
暗
殺
は
、
日
本
政
府
関
係
者
に
衝
撃
を
与
え
た
。
同
日
、
園
田
直
外
相
は
記
者

会
見
で
、「
大
統
領
の
遭
難
に
関
連
し
て
北
朝
鮮
が
動
く
可
能
性
は
少
な
い
」
と
の
見
方
を
示
し
つ
つ
、
日
韓
関
係
に
大
き
な
変
化

は
な
い
と
述
べ
た）

1（
（

。
一
方
、
か
ね
て
か
ら
金
大
中
を
支
援
し
て
い
た
宇
都
宮
前
代
議
士
や
、
朝
鮮
半
島
全
体
の
平
和
安
定
を
強
調
し
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て
い
た
木
村
俊
夫
元
外
相
ら
は
、
朴
政
権
と
の
「
癒
着
」
が
顕
著
で
あ
っ
た
従
来
の
日
韓
関
係
を
見
直
す
契
機
に
な
る
と
の
期
待
を

示
し
た）

11
（

。

　

外
務
省
は
、
一
〇
月
二
九
日
に
は
、
北
京
と
モ
ス
ク
ワ
の
日
本
大
使
館
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
、
ソ
連
政
府
に
対
し
て
「
朝

鮮
半
島
地
域
の
平
和
と
安
定
が
引
き
続
き
維
持
さ
れ
る
よ
う
願
い
、
同
地
域
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
」
と
の
日
本
政
府
の
立
場
を
伝

え
た
。
こ
れ
は
、
北
朝
鮮
の
動
き
を
抑
制
す
る
影
響
力
を
行
使
し
て
く
れ
る
こ
と
を
中
ソ
両
政
府
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

11
（

。
一

二
月
五
日
、
六
日
に
行
わ
れ
た
大
平
首
相
と
中
国
の
華
国
鋒
総
理
の
会
談
に
お
い
て
も
、
大
平
は
、
朝
鮮
問
題
に
関
し
、
南
北
対
話

や
平
和
統
一
の
た
め
に
良
い
環
境
を
作
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
、
華
国
鋒
は
そ
れ
に
賛
成
の
意
を
示
し
た）

11
（

。

　

一
二
月
一
二
日
に
全
斗
煥
、
盧
泰
愚
ら
が
軍
内
ク
ー
デ
タ
ー
で
実
権
を
掌
握
し
た
後
に
日
本
政
府
が
注
目
し
た
の
も
、
北
朝
鮮
が

韓
国
軍
内
部
の
混
乱
に
乗
じ
て
不
穏
な
動
き
を
し
な
い
か
ど
う
か
で
あ
っ
た）

11
（

。
そ
の
後
政
府
は
、
韓
国
情
勢
に
お
い
て
安
定
化
が
進

ん
で
い
る
と
判
断
し
、
今
後
の
政
治
の
自
由
化
と
民
主
化
路
線
へ
の
支
持
を
示
す
た
め
、
一
九
八
〇
年
四
月
一
六
日
か
ら
一
八
日
ま

で
朴
東
鎮
外
務
部
長
官
を
日
本
に
迎
え
た）

11
（

。
朴
外
務
部
長
官
と
大
来
佐
武
郎
外
相
と
の
会
談
で
は
漁
業
問
題
や
日
韓
大
陸
棚
の
共
同

開
発
の
促
進
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
た
ほ
か
、
朴
正
煕
大
統
領
死
去
で
延
期
さ
れ
て
い
た
日
韓
定
期
閣
僚
会
議
を
九
月
に
も
開

催
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
朴
長
官
と
面
会
し
た
大
平
首
相
は
「
韓
国
で
静
か
な
変
革
が
着
実
に
進
展
し
て
い
る
こ
と
は
、
ご
苦

心
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
平
穏
か
つ
早
期
に
一
連
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
仕
上
が
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
」
と

の
趣
旨
を
述
べ
た）

11
（

。
外
務
省
と
し
て
は
、
南
北
関
係
を
念
頭
に
置
い
て
、
韓
国
が
こ
れ
以
上
不
安
定
化
し
な
い
よ
う
に
、
経
済
支
援

を
し
て
い
く
方
針
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

こ
の
楽
観
的
な
観
測
は
、
五
月
以
降
、
韓
国
の
軍
部
政
権
が
民
主
化
運
動
を
弾
圧
し
た
こ
と
で
憂
慮
に
変
わ
っ
て
い
く
。
五
月
一

七
日
二
四
時
か
ら
全
国
非
常
戒
厳
令
が
宣
布
さ
れ
、
金
大
中
、
金
鍾
泌
、
李
厚
洛
な
ど
が
連
行
さ
れ
る
と
と
も
に
金
泳
三
が
自
宅
軟

禁
さ
れ
た
。
一
八
日
、
全
羅
南
道
の
光
州
で
の
学
生
に
市
民
が
加
わ
っ
た
デ
モ
、
蜂
起
が
激
化
し
、
空
挺
部
隊
な
ど
と
衝
突
し
た
。
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混
乱
は
二
七
日
に
軍
が
完
全
に
制
圧
す
る
ま
で
続
き
、
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
（
光
州
事
件
）。

　

大
平
首
相
は
一
九
日
、「
私
個
人
の
見
解
を
述
べ
れ
ば
、
韓
国
の
民
主
化
が
、
韓
国
政
府
が
内
外
に
声
明
を
発
し
て
い
る
通
り
に
、

実
行
に
移
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ）

11
（

、
伊
東
正
義
官
房
長
官
も
「
民
主
化
の
芽
が
つ
ま
れ
な
い
よ
う
に

見
守
り
た
い
」
と
民
主
化
路
線
の
後
退
へ
の
懸
念
を
示
し
た）

11
（

。
ま
た
外
務
省
は
、
軍
部
へ
の
よ
り
鮮
明
な
主
導
権
移
行
が
民
主
化
路

線
を
大
幅
に
後
退
さ
せ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
今
後
の
情
勢
を
「
重
大
な
関
心
」
を
も
っ
て
注
視
す
る
と
メ
デ
ィ
ア
に
伝
え
た）

1（
（

。

　

一
九
日
に
は
、
李
在
春
駐
日
韓
国
大
使
館
書
記
官
が
、
非
常
戒
厳
令
の
全
国
拡
大
措
置
は
現
下
の
情
勢
で
は
不
可
避
で
あ
っ
た
旨
、

日
本
政
府
に
説
明
せ
よ
と
の
本
国
か
ら
の
訓
令
を
受
け
、
外
務
省
の
股
野
景
親
北
東
ア
ジ
ア
課
長
を
訪
問
し
た
。
股
野
は
こ
れ
に
対

し
、
こ
れ
ま
で
民
主
化
が
平
静
裡
に
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
き
た
が
、
今
般
の
事
態
に
つ
い
て
は
心
配
し
て
い
る
と
述
べ
た）

11
（

。

そ
し
て
外
務
省
は
、
韓
国
専
門
家
の
前
田
利
一
前
駐
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
大
使
を
特
命
全
権
大
使
と
し
て
韓
国
に
派
遣
し
て
情
勢
把
握

に
努
め
た
。
前
田
は
二
二
日
に
朴
東
鎮
外
務
部
長
官
、
二
八
日
に
朴
忠
勲
首
相
、
全
斗
煥
国
軍
保
安
司
令
官
と
面
会
し
、
民
主
化
改

革
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
遅
れ
へ
の
懸
念
を
示
し
た）

11
（

。
北
東
ア
ジ
ア
課
は
、
軍
部
が
実
権
を
持
つ
こ
と
は
、
全
体
の
趨
勢
と
し
て
動
か

し
が
た
い
と
見
て
い
た
が
、
崔
圭
夏
大
統
領
か
ら
の
権
力
移
行
が
安
定
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た）

11
（

。

　

七
月
四
日
に
は
、
戒
厳
司
令
部
は
金
大
中
ら
を
軍
法
会
議
に
か
け
る
と
公
表
し
、
最
高
死
刑
に
値
す
る
容
疑
事
実
を
明
ら
か
に
し

た
。
八
日
、
伊
東
正
義
首
相
臨
時
代
理
は
、
六
月
一
二
日
に
急
逝
し
た
大
平
前
首
相
の
葬
儀
に
参
列
す
る
た
め
に
来
日
し
た
朴
忠
勲

韓
国
首
相
に
対
し
て
、「
日
本
側
で
は
、
金
大
中
氏
の
身
辺
に
つ
い
て
強
い
関
心
が
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
際
申
し
上
げ
た
い
」
と
懸

念
を
表
明
し
、「
政
治
改
革
を
着
実
に
進
め
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
」
と
暗
に
民
主
化
路
線
の
定
着
も
求
め
た）

11
（

。
こ
の
発
言
は
、

首
相
臨
時
代
理
期
間
中
に
伊
東
が
独
自
色
を
見
せ
た
数
少
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た）

11
（

。
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四　

全
斗
煥
政
権
の
成
立
と
金
大
中
死
刑
判
決

　

大
統
領
暗
殺
、
軍
内
ク
ー
デ
タ
ー
、
そ
し
て
流
血
を
伴
う
光
州
事
件
を
経
て
成
立
し
た
全
斗
煥
政
権
は
、
政
権
と
し
て
の
正
統
性

を
、
も
っ
ぱ
ら
韓
国
の
安
全
保
障
、
す
な
わ
ち
北
朝
鮮
と
の
対
決
の
必
要
性
に
置
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
全
斗
煥
政

権
と
の
協
力
強
化
に
つ
い
て
、
一
九
八
〇
年
七
月
に
成
立
し
た
鈴
木
政
権
の
態
度
は
概
し
て
慎
重
で
あ
っ
た
。
社
会
党
出
身
の
鈴
木

善
幸
首
相
、
Ａ
Ａ
研
の
一
員
と
し
て
北
朝
鮮
を
訪
問
し
た
経
験
も
あ
る
伊
東
正
義
外
相
、
首
相
の
個
性
や
政
策
の
指
向
性
と
考
え
が

一
致
す
る
宮
澤
喜
一
官
房
長
官）

11
（

と
い
う
政
権
中
枢
部
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
外
交
路
線
を
基
調
と
し
て
お
り
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
南
北

対
話
を
重
視
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
す
な
わ
ち
、
鈴
木
政
権
は
、
北
朝
鮮
の
脅
威
を
強
調
す
る
全
斗
煥
政
権
の
考

え
方
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。
全
斗
煥
政
権
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
親
韓
派
議
員
た
ち
が
緊
密
な
関
係
を
築
い
て

き
た
金
鍾
泌
、
李
厚
洛
ら
を
失
脚
さ
せ
た
こ
と
で
、
従
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
断
た
れ
た
こ
と
も
ま
た
、
こ
の

時
期
の
日
韓
関
係
を
難
し
い
も
の
に
し
た
。

　

一
九
八
〇
年
代
初
頭
の
日
韓
関
係
を
緊
張
さ
せ
た
の
が
、
金
大
中
に
対
す
る
死
刑
判
決
で
あ
っ
た
。
宮
澤
が
鈴
木
内
閣
の
官
房
長

官
に
就
任
し
て
一
番
心
配
し
た
の
は
金
大
中
の
問
題
だ
っ
た
と
い
う）

1（
（

。
宮
澤
は
、
一
九
七
五
年
七
月
に
日
韓
間
で
合
意
さ
れ
た
、
一

九
七
三
年
の
金
大
中
拉
致
事
件
を
め
ぐ
る
「
第
二
次
政
治
決
着
」
の
当
事
者
で
も
あ
っ
た
。
金
大
中
死
刑
判
決
が
、
日
本
で
起
き
た

拉
致
事
件
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
国
内
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
知
識
人
、
市
民
の
間
で
、
外
国
人
の
人

権
問
題
と
し
て
は
異
例
と
も
い
え
る
高
い
関
心
を
生
み
、
金
大
中
支
援
運
動
が
広
範
に
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
市
民
運
動
に
参
加
し

た
人
々
は
、
日
本
政
府
の
対
韓
政
策
を
か
ね
て
か
ら
批
判
し
て
お
り
、
そ
の
政
策
を
変
え
る
こ
と
を
根
本
的
目
標
と
し
て
い
た）

11
（

。
金

大
中
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
れ
ば
、
日
本
の
国
内
世
論
の
批
判
の
矛
先
は
、
韓
国
の
全
斗
煥
政
権
だ
け
で
は
な
く
、
鈴
木
内
閣
に
対
し

て
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
鈴
木
首
相
や
宮
澤
官
房
長
官
が
頭
を
痛
め
た
の
は
、
全
斗
煥
大
統
領
自
身
は
国
際
関
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係
を
も
加
味
し
た
判
断
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
し
て
も
、
新
体
制
の
中
核
を
な
し
て
い
る
軍
幹
部
た
ち
が
、
日
米
政
府
の
働
き

か
け
を
干
渉
と
し
て
反
発
し
、
強
硬
路
線
を
主
張
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

七
月
三
一
日
に
韓
国
戒
厳
司
令
部
が
金
大
中
を
内
乱
陰
謀
罪
な
ど
で
軍
法
会
議
に
起
訴
し
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
日
本
政
府

の
関
心
の
内
容
は
、
第
一
に
、
起
訴
さ
れ
る
罪
状
の
内
容
に
滞
日
中
の
行
動
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
第
二
に
、
公
正
な
裁
判

で
あ
る
こ
と
を
第
三
者
に
も
納
得
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
日
本
大
使
館
員
に
傍
聴
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、

死
刑
に
な
る
の
で
は
な
い
か
の
三
点
で
あ
っ
た）

11
（

。
こ
の
う
ち
一
点
目
は
、
金
大
中
拉
致
事
件
を
め
ぐ
る
一
九
七
三
年
一
一
月
の
「
第

一
次
政
治
決
着
」
に
お
け
る
、
日
本
滞
在
中
の
言
動
の
責
任
は
問
わ
な
い
と
い
う
日
韓
政
府
間
の
合
意
に
関
連
し
て
い
た
た
め
日
本

政
府
と
し
て
は
特
別
の
関
心
を
抱
い
て
お
り
、
判
決
文
の
入
手
を
韓
国
政
府
に
何
度
も
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
二
点
目
は
、
全

斗
煥
政
権
の
正
統
性
と
の
関
連
で
、
同
裁
判
が
民
主
主
義
的
な
手
続
き
の
も
と
、
法
に
基
づ
い
て
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
日

本
政
府
と
し
て
は
確
認
す
る
必
要
が
あ
っ
た）

11
（

。
第
三
点
目
は
、
人
道
的
な
面
か
ら
も
、
ま
た
野
党
や
世
論
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し

て
も
、
日
本
政
府
と
し
て
は
死
刑
回
避
を
強
く
望
ん
で
い
た
。

五　

金
大
中
死
刑
判
決
を
め
ぐ
る
日
米
政
府
の
協
力

　

こ
の
金
大
中
死
刑
判
決
問
題
へ
の
対
処
を
め
ぐ
り
、
日
本
政
府
は
米
国
政
府
と
緊
密
に
連
携
し
て
い
た
。
全
斗
煥
率
い
る
軍
部
政

権
に
対
す
る
カ
ー
タ
ー
政
権
の
態
度
は
、
北
朝
鮮
の
軍
事
行
動
阻
止
と
韓
国
国
内
の
秩
序
維
持
重
視
と
い
う
側
面
か
ら
妥
協
的
で

あ
っ
た
が）

11
（

、
金
大
中
の
死
刑
問
題
に
つ
い
て
は
、
カ
ー
タ
ー
大
統
領
（Jim

m
y Carter

）
を
は
じ
め
と
し
て
、
中
心
的
な
政
策
担
当

者
、
連
邦
議
会
、
経
済
界
が
一
丸
と
な
っ
て
こ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
動
い
て
い
た）

11
（

。
ま
ず
、
グ
ラ
イ
ス
テ
ィ
ー
ン
駐
韓
大
使
お
よ
び

ウ
イ
ッ
カ
ム
在
韓
国
連
軍
司
令
官
・
米
韓
連
合
司
令
部
司
令
官
（John A

. W
ickham

 Jr.
）
が
、
韓
国
軍
部
に
対
し
て
、
処
刑
が
実
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行
さ
れ
れ
ば
米
韓
関
係
を
損
な
う
と
強
い
圧
力
を
か
け
た
。
こ
う
し
た
韓
国
へ
の
働
き
か
け
に
つ
い
て
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
東
京
、

ソ
ウ
ル
に
お
い
て
日
米
間
で
頻
繁
に
連
絡
を
取
り
な
が
ら
行
わ
れ
た）

11
（

。
宮
澤
官
房
長
官
は
、
鈴
木
内
閣
発
足
間
も
な
い
八
月
四
日
に
、

金
大
中
問
題
で
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
駐
日
大
使
（M

ike M
ansfield

）
と
会
談
し
、
米
国
政
府
の
支
援
を
求
め
た）

11
（

。
そ
の
後
も
宮
澤

や
伊
東
外
相
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
大
使
と
複
数
回
金
大
中
問
題
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
、
ま
た
伊
東
と
マ
ス

キ
ー
国
務
長
官
（Edm

und S. M
uskie

）、
ブ
レ
ジ
ン
ス
キ
ー
国
家
安
全
保
障
問
題
担
当
大
統
領
補
佐
官
（Zbigniew

 K
. 

Brzezinski

）
と
の
会
談
に
お
い
て
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
意
見
交
換
が
な
さ
れ
た）

11
（

。
ま
た
、
グ
ラ
イ
ス
テ
ィ
ー
ン
大
使
は
、
須
之

部
量
三
駐
韓
大
使
と
緊
密
に
協
議
し
た
。
米
国
政
府
は
、
日
本
は
韓
国
に
つ
い
て
米
国
と
同
様
の
利
益
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
政
策

も
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
と
見
て
い
た）

1（
（

。
そ
し
て
日
米
両
政
府
は
、
金
大
中
問
題
が
単
に
韓
国
の
内
政
問
題
で
は
な
く
、
対
米
・

対
日
関
係
を
大
き
く
傷
つ
け
る
可
能
性
が
あ
り
、
開
か
れ
た
公
正
な
方
法
で
こ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
だ
と
い
う
見
解

で
一
致
し
て
い
た）

11
（

。

　

こ
の
時
期
、
カ
ー
タ
ー
政
権
は
、
日
本
が
米
国
と
の
同
盟
協
力
の
文
脈
で
韓
国
の
安
全
保
障
に
寄
与
す
べ
く
経
済
支
援
を
拡
充
す

る
こ
と
を
求
め
て
い
た）

11
（

。
一
九
八
〇
年
六
月
三
〇
日
か
ら
開
か
れ
た
第
一
二
回
日
米
安
全
保
障
高
級
事
務
レ
ベ
ル
協
議
（
Ｓ
Ｓ
Ｃ
）

に
お
い
て
米
国
側
は
、
移
行
期
に
あ
る
韓
国
の
現
況
に
お
け
る
経
済
的
健
全
性
と
政
治
的
安
定
の
関
係
に
照
ら
す
と
、
日
本
が
経
済

的
支
援
に
よ
っ
て
韓
国
の
安
全
保
障
に
貢
献
す
る
必
要
性
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
訴
え
た）

11
（

。
日
本
に
よ
る
安

全
保
障
上
の
意
味
を
持
つ
対
韓
支
援
拡
大
の
主
唱
者
で
あ
っ
た
国
防
次
官
の
コ
マ
ー
（Robert W

. K
om

er

）
は
八
月
に
、
全
斗
煥

や
金
大
中
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
と
緊
密
に
協
力
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
国
務
省
に
対
応
を
申
し
入
れ
て
い
る
。

同
じ
文
書
で
コ
マ
ー
は
「
在
韓
米
軍
は
主
と
し
て
日
本
自
身
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
従
来
か
ら
の
主
張
を
繰
り
返

し
な
が
ら
、
日
本
の
よ
り
大
き
な
責
任
を
求
め
て
お
り
、
金
大
中
問
題
と
韓
国
の
政
情
安
定
を
め
ぐ
る
日
米
間
の
協
力
を
、
日
本
の

対
韓
支
援
拡
大
の
文
脈
で
捉
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る）

11
（

。
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具
体
的
な
対
応
に
関
し
て
日
米
の
見
解
が
分
か
れ
る
点
も
あ
っ
た
。
カ
ー
タ
ー
政
権
は
、
金
大
中
裁
判
へ
の
国
際
監
視
団
の
受
け

入
れ
を
韓
国
政
府
に
働
き
か
け
て
い
た
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
協
力
を
求
め
る
駐
日
米
国
大
使
館
に
対
し
て
、
木
内
昭
胤
外
務
省

ア
ジ
ア
局
長
は
、
日
本
は
仏
教
国
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
国
の
よ
う
に
国
内
的
な
人
権
問
題
に
対
す
る
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
韓
国
政
府
に
同
様
の
働
き
か
け
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
明
確
に
述
べ
た）

11
（

。

　

九
月
一
七
日
に
韓
国
の
普
通
軍
法
会
議
が
金
大
中
に
死
刑
を
求
刑
す
る
と
、
宮
澤
官
房
長
官
、
伊
東
外
相
ら
が
対
応
を
協
議
し
、

「
従
来
か
ら
政
府
は
、
金
大
中
氏
の
身
柄
に
つ
い
て
重
大
な
関
心
を
持
っ
て
き
た
が
、
こ
の
事
態
に
至
っ
た
こ
と
を
深
刻
に
受
け
と

め
て
い
る
」
と
の
政
府
見
解
を
明
ら
か
に
し
た）

11
（

。
判
決
が
日
韓
の
政
治
決
着
に
お
け
る
了
解
事
項
に
抵
触
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
こ
の
日
の
判
決
理
由
の
中
で
国
家
安
保
法
違
反
に
つ
い
て
「
友
好
国
と
の
関
係
に
よ
り
不
問
に
付
す
」
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
宮
澤
官
房
長
官
は
、
先
の
日
韓
の
間
の
政
治
決
着
の
約
束
が
守
ら
れ
て
い
る
、
と
の
判
断
を
明
ら
か
に
し
た）

11
（

。

　

二
二
日
に
は
鈴
木
首
相
が
テ
レ
ビ
番
組
の
中
で
、
金
大
中
の
死
刑
判
決
が
確
定
し
た
場
合
「
政
府
と
し
て
も
非
常
な
制
約
を
受
け

る
」
な
ど
と
述
べ
、
日
韓
定
期
閣
僚
会
議
や
経
済
・
技
術
援
助
の
凍
結
な
ど
、
日
韓
関
係
に
重
大
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
と
、
よ

り
具
体
的
に
対
韓
政
策
へ
の
影
響
を
明
確
に
し
た）

11
（

。

　

こ
う
し
た
日
本
側
の
反
応
に
対
し
、
韓
国
政
府
が
明
確
に
不
快
感
を
示
し
た
の
は
、
九
月
二
四
日
か
ら
韓
国
を
訪
問
し
た
福
田
赳

夫
元
首
相
と
政
府
首
脳
の
会
談
の
場
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
盧
信
永
外
務
部
長
官
は
、
福
田
一
行
を
歓
迎
す
る
挨
拶
の
四
分
の
一
を

割
い
て
、
日
本
が
韓
国
の
国
内
問
題
に
干
渉
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
韓
関
係
は
悪
化
す
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
日
本
側
を
驚
か
せ
た
。

二
五
日
に
行
わ
れ
た
全
斗
煥
大
統
領
と
の
会
談
で
、
福
田
は
大
統
領
に
、
金
大
中
裁
判
に
関
す
る
鈴
木
首
相
の
懸
念
を
伝
え
た
が
、

大
統
領
は
、
こ
れ
は
国
内
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
司
法
問
題
で
あ
る
と
述
べ
て
静
観
す
る
こ
と
を
求
め
た）

11
（

。

　

一
一
月
三
日
、
高
等
軍
法
会
議
が
金
大
中
氏
の
控
訴
を
棄
却
し
、
二
審
も
死
刑
判
決
を
下
す
と
、
翌
日
に
は
高
島
益
郎
外
務
事
務

次
官
が
、
七
日
に
は
木
内
ア
ジ
ア
局
長
が
崔
慶
禄
駐
日
大
使
と
会
談
を
行
っ
て
議
論
を
重
ね
、
韓
国
側
に
日
本
政
府
の
憂
慮
を
伝
え
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た
）
1（
（

。
日
本
政
府
内
で
は
、
も
し
も
金
大
中
が
処
刑
さ
れ
れ
ば
、
鈴
木
首
相
、
伊
東
外
相
、
そ
し
て
一
九
七
五
年
の
政
治
決
着
を
主
導

し
た
宮
澤
官
房
長
官
が
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
検
討
が
な
さ
れ
る
ほ
ど
悲
観
的
な
見
方
が
広
が
っ
て
い
た）

11
（

。
外
務
省
の
韓

国
に
お
け
る
情
報
源
（
主
に
外
務
部
と
中
央
情
報
部
）
が
、
一
一
月
四
日
の
米
国
大
統
領
選
に
お
け
る
カ
ー
タ
ー
敗
北
に
よ
り
、
死
刑

執
行
の
可
能
性
が
高
ま
っ
た
と
見
て
い
た
こ
と
も
、
日
本
政
府
の
観
測
に
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る）

11
（

。

　

一
一
月
二
一
日
に
は
、
鈴
木
首
相
が
崔
駐
日
大
使
と
会
談
し
た）

11
（

。
報
道
に
よ
れ
ば
そ
の
場
で
鈴
木
は
、
も
し
金
大
中
が
処
刑
さ
れ

れ
ば
、
第
一
に
、
日
本
で
は
国
会
情
勢
、
マ
ス
コ
ミ
論
調
な
ど
が
韓
国
に
厳
し
く
な
り
、
今
後
、
韓
国
に
（
経
済
面
な
ど
の
）
協
力

が
で
き
な
く
な
る
、
第
二
に
、
社
会
党
な
ど
を
中
心
に
北
朝
鮮
と
の
関
係
を
強
め
よ
、
と
の
声
が
起
き
か
ね
な
い
、
第
三
に
、
自
由

主
義
国
の
（
韓
国
に
対
す
る
）
見
方
も
厳
し
く
な
る
だ
ろ
う
と
の
三
点
を
表
明
、
韓
国
側
の
善
処
を
強
く
促
し
た）

11
（

。
二
五
日
に
は
こ

の
会
談
内
容
に
つ
い
て
韓
国
内
で
、
鈴
木
首
相
が
韓
国
に
対
し
て
重
大
な
内
政
干
渉
を
行
っ
た
と
報
道
さ
れ
た）

11
（

。
た
と
え
ば
『
朝
鮮

日
報
』
は
「
日
本
、
韓
国
に
外
交
脅
迫
」「
金
大
中
裁
判
に
露
骨
な
内
政
干
渉
」「
処
刑
す
れ
ば
対
韓
協
力
に
制
約
、
北
朝
鮮
と
交
流

拡
大
す
る
か
も
」
と
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
見
出
し
を
つ
け
た）

11
（

。

　

ソ
ウ
ル
の
日
本
大
使
館
の
情
報
を
総
合
す
る
と
、
鈴
木
・
崔
会
談
の
内
容
を
韓
国
メ
デ
ィ
ア
に
漏
ら
し
た
の
は
、
青
瓦
台
の
許
三

守
大
統
領
司
政
首
席
秘
書
官
や
許
文
道
大
統
領
秘
書
室
政
務
第
一
秘
書
官
ら
大
統
領
側
近
で
あ
っ
た）

11
（

。
二
五
日
の
新
聞
報
道
を
皮
切

り
に
、
韓
国
国
内
で
は
、
鈴
木
発
言
お
よ
び
日
本
国
内
の
金
大
中
救
出
運
動
に
つ
い
て
、
内
政
干
渉
で
あ
る
と
の
強
い
批
判
が
噴
出

し
、
デ
モ
、
集
会
、
報
道
な
ど
の
、
政
府
も
関
与
し
た
「
反
日
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た）

11
（

。
在
日
韓
国
人
に
対
す
る
差

別
と
い
う
日
本
国
内
の
人
権
問
題
も
批
判
の
対
象
に
な
っ
た）

11
（

。
日
本
大
使
館
へ
は
連
日
の
抗
議
電
話
、
デ
モ
の
み
な
ら
ず
投
石
が
あ

り
、
窓
ガ
ラ
ス
が
割
ら
れ
る
事
態
に
至
っ
た）

1（
（

。
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
一
二
月
六
日
に
、
関
係
当
局
が
韓
国
各
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
、

日
本
批
判
の
記
事
を
抑
制
す
る
よ
う
指
示
を
下
し
た
こ
と
で
収
束
し
て
い
っ
た）

11
（

。

　

報
道
さ
れ
た
鈴
木
発
言
に
は
、
米
国
政
府
も
否
定
的
反
応
を
示
し
、
日
本
政
府
に
対
し
て
静
か
な
外
交
に
努
め
る
よ
う
に
抑
制
を
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促
し
た
。
一
一
月
二
六
日
に
大
河
原
良
雄
駐
米
大
使
と
面
会
し
た
一
時
帰
国
中
の
グ
ラ
イ
ス
テ
ィ
ー
ン
大
使
は
、
鈴
木
首
相
の
崔
大

使
と
の
会
談
に
関
連
し
て
、
日
本
政
府
が
対
北
朝
鮮
政
策
を
修
正
す
る
と
「
脅
す
」
こ
と
は
、
韓
国
を
刺
激
す
る
だ
け
で
あ
る
と
批

判
的
に
述
べ
た）

11
（

。
ま
た
二
八
日
に
伊
東
外
相
と
会
談
し
た
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
大
使
も
、
韓
国
に
は
日
韓
摩
擦
の
種
を
探
し
て
い
る

一
派
が
い
る
の
で
、
日
米
両
政
府
と
も
金
大
中
問
題
に
つ
い
て
韓
国
政
府
に
対
し
て
考
え
を
伝
え
る
際
に
は
公
式
声
明
な
ど
を
避
け

て
き
わ
め
て
静
か
に
行
う
こ
と
が
最
重
要
で
あ
る
と
改
め
て
強
調
し
た）

11
（

。

　

一
九
八
一
年
一
月
二
三
日
、
韓
国
大
法
院
は
上
告
を
棄
却
し
金
大
中
の
死
刑
を
確
定
し
た
が
、
直
後
、
臨
時
閣
議
に
よ
っ
て
無
期

懲
役
へ
の
減
刑
が
決
定
さ
れ
た
。
レ
ー
ガ
ン
次
期
政
権
へ
の
移
行
チ
ー
ム
が
、
全
斗
煥
大
統
領
側
に
、
金
大
中
の
死
刑
回
避
と
引
き

換
え
に
、
早
期
の
米
国
へ
の
招
待
と
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
（Ronald Reagan

）
と
の
会
談
を
実
現
す
る
と
約
束
し
た
結
果
で
あ
っ
た）

11
（

。

こ
れ
に
対
し
同
日
、
鈴
木
首
相
は
、
全
斗
煥
大
統
領
と
の
日
韓
首
脳
会
談
開
催
に
強
い
意
欲
を
見
せ
、
伊
東
外
相
も
、
凍
結
さ
れ
て

い
た
一
九
八
〇
年
度
分
の
対
韓
経
済
援
助
の
交
換
公
文
調
印
に
前
向
き
な
発
言
を
し
た）

11
（

。

六　

鈴
木
政
権
か
ら
中
曽
根
政
権
へ

　

金
大
中
の
死
刑
回
避
後
も
、
対
韓
借
款
問
題
、
教
科
書
問
題
と
、
鈴
木
政
権
時
代
の
日
韓
関
係
は
困
難
が
続
い
た）

11
（

。
体
制
摩
擦
は

こ
れ
ら
の
問
題
を
一
層
複
雑
化
し
た
。
た
と
え
ば
対
韓
借
款
問
題
に
つ
い
て
外
務
当
局
が
作
成
し
た
政
策
文
書
に
は
、「
全
斗
煥
体

制
は
、
軍
事
フ
ァ
ッ
シ
ョ
政
権
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
日
本
が
財
政
的
に
て
こ
入
れ
を
す
る
こ
と
は
、
韓
国
の
民
主
化
の
流
れ
と

逆
行
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
慎
重
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
内
容
が
見
ら
れ
る）

11
（

。

　

一
九
八
二
年
一
一
月
に
政
権
の
座
に
就
い
た
中
曽
根
康
弘
首
相
は
、
日
韓
関
係
の
改
善
を
外
交
の
最
優
先
事
項
の
一
つ
に
位
置
付

け
、
ま
た
冷
戦
の
文
脈
に
お
け
る
西
側
の
安
全
保
障
に
お
け
る
日
本
の
役
割
増
大
に
も
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
た）

11
（

。
八
三
年
一
月
の
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中
曽
根
の
訪
韓
は
日
韓
関
係
改
善
の
象
徴
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
前
年
一
二
月
に
全
斗
煥
政
権
が
金
大
中
の
病

気
治
療
の
名
目
で
の
渡
米
を
許
可
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
韓
関
係
打
開
の
た
め
の
大
き
な
障
害
が
除
去
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た）

11
（

。

　

こ
の
訪
韓
に
は
、
八
一
年
二
月
に
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
が
全
斗
煥
大
統
領
を
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
迎
え
入
れ
た
の
と
同
様
に
、
全
斗

煥
政
権
の
正
統
性
を
、
日
本
が
世
界
に
向
か
っ
て
認
知
す
る
と
い
う
意
味
付
け
の
問
題
が
あ
っ
た）

1（
（

。
北
東
ア
ジ
ア
課
長
と
し
て
中
曽

根
訪
韓
に
も
同
行
し
た
小
倉
和
夫
に
よ
れ
ば
、
中
曽
根
は
、
日
韓
両
国
が
安
全
保
障
上
の
提
携
を
強
め
る
こ
と
こ
そ
が
自
由
世
界
の

価
値
を
守
り
抜
く
う
え
で
重
要
で
あ
る
と
の
点
を
強
調
し
、
そ
こ
に
全
斗
煥
政
権
と
中
曽
根
政
権
の
共
通
し
た
「
正
統
性
の
根
拠
」

を
置
く
と
い
う
論
理
で
、
こ
の
問
題
を
処
理
し
た）

11
（

。
一
月
一
二
日
の
全
斗
煥
と
の
会
談
に
お
け
る
中
曽
根
の
以
下
の
発
言
も
、
こ
の

問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

日
本
と
韓
国
は
共
に
自
由
世
界
の
一
員
で
あ
る
。
ま
た
、
韓
国
が
民
生
の
安
定
、
国
土
の
建
設
、
国
防
力
の
充
実
に
努
力
す
る
こ
と
は
ア

ジ
ア
の
平
和
と
安
定
の
要
と
も
な
る
こ
と
で
あ
り
、
韓
国
が
は
ら
っ
て
い
る
努
力
を
高
く
評
価
す
る）

11
（

。

　

中
曽
根
は
、
間
接
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
韓
国
の
政
治
が
、
自
由
と
民
主
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

の
見
方
な
い
し
注
文
を
示
し
、
日
韓
の
共
通
理
念
を
確
認
す
る
こ
と
が
、
安
全
保
障
協
力
の
性
格
を
持
っ
た
経
済
支
援
実
現
の
前
提

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

そ
の
後
、
一
九
八
七
年
六
月
二
九
日
、
盧
泰
愚
大
統
領
候
補
が
、
次
期
大
統
領
選
を
直
接
選
挙
で
実
施
す
る
こ
と
、
金
大
中
ら
民

主
化
運
動
関
連
政
治
犯
の
赦
免
・
復
権
に
同
意
す
る
こ
と
な
ど
を
含
む
宣
言
を
発
表
し
た
（
民
主
化
宣
言
）。
こ
の
過
程
で
は
、
レ
ー

ガ
ン
大
統
領
か
ら
全
斗
煥
大
統
領
に
宛
て
た
親
書
な
ど
、
米
国
政
府
の
関
与
が
あ
る
程
度
影
響
を
持
っ
た
と
さ
れ
る）

11
（

。
こ
う
し
た
動

き
に
つ
い
て
、
七
月
一
日
に
中
曽
根
首
相
は
、
良
い
方
向
に
進
ん
で
い
る
と
評
価
し
な
が
ら
も
、
内
政
干
渉
に
な
ら
な
い
よ
う
に
日
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本
は
静
観
す
る
と
の
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た）

11
（

。
全
斗
煥
と
緊
密
な
関
係
を
築
い
た
中
曽
根
も
、
韓
国
の
秩
序
の
安
定
を
重
視
す
る
外

務
省
も
、
民
主
化
へ
の
動
き
を
後
押
し
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

お
わ
り
に
―
―
「
体
制
摩
擦
」
の
解
消
と
日
韓
関
係

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
戦
後
日
本
の
対
韓
外
交
に
は
、
体
制
摩
擦
の
問
題
が
一
定
程
度
影
響
し
た
。
日
本
の
政
策
担
当
者
は

概
し
て
、
韓
国
の
安
定
と
発
展
を
日
本
の
安
全
保
障
上
の
利
益
と
み
な
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
韓
国
国
内
で
軍
事
ク
ー
デ

タ
ー
や
著
し
い
人
権
抑
圧
が
あ
っ
た
場
合
、
日
本
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
か
は
、
正
統
性
の
承
認
の
問
題
と
の
関
連
で
、
日
本

の
国
内
政
治
上
の
争
点
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
鈴
木
政
権
の
金
大
中
問
題
へ
の
対
応
は
、
日
本
の
主
権

と
直
結
す
る
金
大
中
事
件
と
の
関
連
と
い
う
意
味
で
特
異
な
例
で
は
あ
る
も
の
の
、
リ
ベ
ラ
ル
な
志
向
を
持
つ
者
が
政
権
の
中
枢
を

占
め
て
い
た
こ
と
に
よ
る
影
響
も
あ
っ
た
。
だ
が
総
じ
て
言
え
ば
、
戦
後
期
を
通
じ
て
、
日
本
国
内
に
お
け
る
人
権
問
題
へ
の
関
心

の
薄
さ
や
、
韓
国
国
内
で
歴
史
問
題
に
根
差
し
た
大
き
な
反
発
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
日
本
政
府
に
よ
る
韓
国
の
普
遍
的
価

値
を
推
進
す
る
よ
う
な
積
極
的
な
関
与
は
見
ら
れ
な
か
っ
た）

11
（

。

　

一
九
八
七
年
を
起
点
と
し
た
韓
国
の
民
主
化
の
進
行
と
九
〇
年
代
の
冷
戦
の
終
焉
、
市
場
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
条
件
の

変
化
の
中
で
、
日
韓
の
間
に
は
市
場
民
主
主
義
と
い
う
体
制
規
範
を
め
ぐ
る
価
値
観
の
共
有
と
い
う
新
た
な
状
況
が
成
立
し
た）

11
（

。
本

稿
冒
頭
で
述
べ
た
一
九
九
八
年
の
「
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
言
」
は
そ
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
価
値
観
の
共
有
は
、
日
韓
関
係
に

新
た
な
地
平
を
拓
く
契
機
と
な
る
か
に
思
わ
れ
た
。

　

だ
が
一
方
で
、
社
会
政
治
の
全
般
的
な
民
主
化
が
進
展
す
る
に
つ
れ
、
韓
国
国
民
の
対
日
態
度
が
徐
々
に
変
化
し
た
こ
と
は
、
日

韓
関
係
を
複
雑
に
し
た
。
李
元
徳
が
指
摘
す
る
通
り
、
民
主
化
と
経
済
成
長
の
達
成
に
よ
る
韓
国
民
の
自
信
の
向
上
に
加
え
、
冷
戦
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崩
壊
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
抑
制
さ
れ
て
き
た
対
日
民
族
主
義
が
爆
発
的
に
表
出
し
た
の
で
あ
る）

11
（

。
韓
国
政
府
や
市
民
団
体
は
、
領
土

問
題
や
歴
史
問
題
に
つ
い
て
よ
り
強
硬
な
姿
勢
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
際
、
少
な
く
と
も
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
は
普
遍
的

な
価
値
観
に
基
づ
い
て
国
際
世
論
に
訴
え
か
け
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た）

（11
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
日
本
の
保
守
政
治
家
に
は
、
特
に
日
韓
歴
史
問
題
を
普
遍
的
な
価
値
観
に
基
づ
い
て
解
決
す
る
と
い
う
視
点
は
広

く
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
他
方
、
二
〇
〇
二
年
の
小
泉
純
一
郎
首
相
の
訪
朝
時
に
、
金
正
日
朝
鮮
労
働
党
総
書
記
が
日
本
人
拉

致
を
認
め
た
後
、
二
〇
〇
五
年
に
は
安
倍
晋
三
自
民
党
幹
事
長
代
理
が
本
部
長
を
務
め
る
党
拉
致
問
題
対
策
本
部
が
中
心
と
な
っ
て

「
北
朝
鮮
人
権
法
案
」
を
作
成
し
、
翌
年
に
成
立
さ
せ
た
（
正
式
名
称
は
「
拉
致
問
題
そ
の
他
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問
題
へ
の

対
処
に
関
す
る
法
律
」）。
こ
の
よ
う
に
保
守
政
治
家
や
一
部
世
論
の
間
で
は
、
人
権
と
い
う
普
遍
的
価
値
が
、
北
朝
鮮
の
体
制
を
批

判
す
る
文
脈
で
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
第
一
次
、
第
二
次
安
倍
政
権
は
と
も
に
、
民
主
主
義
な
ど
の
「
価
値
」
を
強

調
し
た
外
交
を
展
開
し
た
が
、
韓
国
に
つ
い
て
は
、
関
係
悪
化
を
背
景
に
、
二
〇
一
四
年
を
最
後
に
、
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
従

来
使
わ
れ
て
き
た
「
基
本
的
な
価
値
を
共
有
す
る
国
」
と
い
う
表
現
を
削
除
す
る
な
ど
、
関
係
促
進
に
は
繫
が
ら
な
か
っ
た）

（1（
（

。

　

冷
戦
期
に
存
在
し
た
体
制
摩
擦
が
解
消
し
、
日
韓
両
国
に
よ
る
民
主
主
義
、
人
権
と
い
っ
た
普
遍
的
価
値
の
共
有
が
実
現
し
た
こ

と
は
必
ず
し
も
日
韓
外
交
関
係
を
良
好
に
し
た
と
は
い
え
ず
、
今
日
の
日
韓
関
係
は
「
戦
後
最
悪
」
と
し
ば
し
ば
表
現
さ
れ
る
状
況

に
あ
る
。
一
方
で
、
現
在
「
第
四
次
韓
流
ブ
ー
ム
」
が
日
本
で
拡
大
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
九
九
八
年
の
「
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
宣
言
」
で
謳
っ
た
国
民
交
流
と
文
化
交
流
、
そ
し
て
金
大
中
大
統
領
に
よ
る
日
本
文
化
開
放
の
決
断
の
成
果
と
い
え
る
も
の
で
あ

ろ
う）

（10
（

。
添
谷
芳
秀
が
論
じ
る
よ
う
に
、
小
渕
首
相
は
同
宣
言
署
名
の
翌
年
、
韓
国
の
高
麗
大
学
を
訪
問
し
て
、「
日
韓
の
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
利
益
は
、
日
韓
両
国
の
国
民
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
の
人
々
、
ひ
い
て
は
国
際
社
会

全
体
に
共
有
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
、
日
韓
両
国
が
、「
北
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
」、「
ア
ジ
ア
の
再

生
・
繁
栄
の
た
め
の
協
力
」、「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
」
に
積
極
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
を
明
ら
か
に
し
た）

（10
（

。
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今
日
、
普
遍
的
価
値
の
共
有
を
再
確
認
し
な
が
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
諸
問
題
に
日
韓
が
協
力
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
は
、
ま
す
ま

す
高
ま
っ
て
い
る
と
の
思
い
を
禁
じ
得
な
い
。

（
（
）　

外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
日
韓
共
同
宣
言
―
二
一
世
紀
に
向
け
た
新
た
な
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
―
」https://w

w
w

.m
ofa.

go.jp/m
ofaj/kaidan/yojin/arc_ （（/k_sengen.htm

l　
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
一
日
閲
覧
）。

（
（
）　

以
下
の
議
論
は
小
此
木
政
夫
「
日
韓
関
係
の
新
し
い
地
平
―
『
体
制
摩
擦
』
か
ら
『
意
識
共
有
』
へ
」
小
此
木
政
夫
・
張
達
重
編

『
日
韓
共
同
研
究
叢
書　

一
四　

戦
後
日
韓
関
係
の
展
開
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
二
―
三
頁
に
よ
る
。

（
3
）　

小
倉
和
夫
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
六
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
実
施
）。

（
4
）　

木
宮
正
史
「
韓
国
の
民
主
化
運
動
―
民
主
化
へ
の
移
行
過
程
と
の
関
連
を
中
心
に
し
て
」
坂
本
義
和
編
『
世
界
政
治
の
構
造
変
動　

四　

市
民
運
動
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）
一
八
七
頁
。

（
（
）　

木
宮
正
史
「
日
韓
関
係
の
力
学
と
展
望
―
冷
戦
期
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
脱
冷
戦
期
に
お
け
る
構
造
変
容
」
東
海
大
学
文
明
研
究
所
監

修
／
金
慶
珠
・
李
元
徳
編
『
日
韓
の
共
通
認
識
―
日
本
は
韓
国
に
と
っ
て
何
な
の
か
？
』（
東
海
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
四
八
―

四
九
頁
。

（
（
）　

ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
Ｄ
・
チ
ャ
著
／
船
橋
洋
一
監
訳
・
倉
田
秀
也
訳
『
米
日
韓
反
目
を
超
え
た
提
携
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
一
八

頁
。
冷
戦
下
の
自
民
党
の
親
韓
派
つ
い
て
は
、
池
田
慎
太
郎
「
自
民
党
の
『
親
韓
派
』
と
『
親
台
派
』
―
岸
信
介
・
石
井
光
次
郎
・
船
田

中
を
中
心
に
」
李
鍾
元
・
木
宮
正
史
・
浅
野
豊
美
編
著
『
歴
史
と
し
て
の
日
韓
国
交
正
常
化　

Ⅰ　

東
ア
ジ
ア
冷
戦
編
』（
法
政
大
学
出

版
局
、
二
〇
一
一
年
）、
池
田
慎
太
郎
「
自
民
党
と
日
韓
・
日
朝
関
係
―
冷
戦
下
の
党
内
対
立
と
議
員
外
交
」『
現
代
韓
国
朝
鮮
研
究
』
第

一
五
号
（
二
〇
一
五
年
一
一
月
）、
崔
喜
植
「
日
韓
政
策
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
生
成
と
変
化
」
木
宮
正
史
・
李
元
徳
編
『
日
韓
関
係
史　

一

九
六
五
―
二
〇
一
五　

Ⅰ　

政
治
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
が
詳
し
い
。

（
7
）　

若
宮
啓
文
『
戦
後
保
守
の
ア
ジ
ア
観
』（
朝
日
選
書
、
一
九
九
五
年
）
一
七
六
―
一
七
九
頁
。

（
（
）　

谷
野
作
太
郎
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
一
九
年
三
月
一
日
、
東
京
）。

（
（
）　

小
倉
和
夫
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
一
九
年
二
月
二
六
日
、
東
京
）。

（
（0
）　

谷
野
作
太
郎
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
一
九
年
三
月
一
日
）。
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（
（（
）　

金
斗
昇
『
池
田
勇
人
政
権
の
対
外
政
策
と
日
韓
交
渉
―
内
政
外
交
に
お
け
る
「
政
治
経
済
一
体
路
線
」』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
八

年
）
八
六
頁
。

（
（（
）　
『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
一
年
五
月
一
七
日
。

（
（3
）　
『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
一
年
五
月
一
六
日
夕
刊
。

（
（4
）　
『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
一
年
五
月
二
三
日
。

（
（（
）　

条
約
局
「
日
韓
予
備
会
談
再
開
の
場
合
に
生
ず
べ
き
法
律
的
問
題
に
つ
い
て
」（
一
九
六
一
年
五
月
三
一
日
）『
日
韓
会
談
文
書
情
報

公
開
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
』（http://w

w
w

.f（.w
x30（.sm

ilestart.ne.jp/nikkankaidanbunsyo/archive.php

）
文
書
番
号
一
四
一
五
。

（
（（
）　

ア
ジ
ア
局
「
韓
国
軍
部
ク
ー
デ
タ
ー
の
情
勢
に
関
す
る
件
（
四
）」
一
九
六
一
年
五
月
二
〇
日
『
日
韓
会
談
文
書
情
報
公
開
ア
ー
カ

イ
ブ
ス
』
文
書
番
号
一
七
九
二
。

（
（7
）　

条
約
局
「
日
韓
予
備
会
談
再
開
の
場
合
に
生
ず
べ
き
法
律
的
問
題
に
つ
い
て
」。

（
（（
）　T

elegram
 from

 D
epartm

ent of State to Em
bassy T

okyo, June （4, （（（（, Japan and the U
.S., （（（0

―（（7（ 

（hereafter Japan and the U
nited States I

）, D
igital N

ational A
rchives Collection （hereafter D

N
SA

）.

（
（（
）　

金
恩
貞
『
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
政
治
史
』（
千
倉
書
房
、
二
〇
一
八
年
）
二
二
八
頁
。

（
（0
）　

北
東
ア
ジ
ア
課
「
民
政
移
管
問
題
に
関
す
る
朴
正
煕
議
長
の
声
明
に
関
す
る
と
り
あ
え
ず
の
コ
メ
ン
ト
」
一
九
六
一
年
八
月
一
二
日
、

外
務
省
記
録
『
韓
国
情
勢
（
韓
国
軍
部
ク
ー
デ
タ
ー
）』（
二
〇
一
〇
―
三
九
七
四
）
外
務
省
外
交
史
料
館
。

（
（（
）　

ア
ジ
ア
局
「
最
近
の
韓
国
情
勢
と
日
韓
関
係
」（
一
九
六
一
年
八
月
三
一
日
）『
日
韓
会
談
文
書
情
報
公
開
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
』
文
書
番

号
三
六
一
。

（
（（
）　

金
『
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
政
治
史
』
二
七
七
頁
。

（
（3
）　
『
Ｃ
．Ｏ
．Ｅ
．オ
ー
ラ
ル
・
政
策
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

菊
池
清
明
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
元
国
連
大
使
・
元
外
務
審
議
官
）
上

巻
』（
政
策
研
究
大
学
院
大
学
、
二
〇
〇
四
年
）
一
七
七
頁
。
そ
の
後
も
大
平
の
対
韓
基
本
路
線
は
、
あ
く
ま
で
「
自
由
主
義
陣
営
の
隣

国
と
の
付
き
合
い
」
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
た
め
、
韓
国
政
府
内
で
の
対
大
平
観
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。『
朝

日
新
聞
』
一
九
七
九
年
一
〇
月
二
八
日
。

（
（4
）　

金
『
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
政
治
史
』
三
〇
三
頁
。
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（
（（
）　

大
平
大
臣
発
西
山
臨
時
代
理
大
使
（
米
国
）
宛
電
信
「
韓
国
政
情
に
関
し
米
側
に
申
し
入
れ
の
件
」
一
九
六
三
年
三
月
二
〇
日
、

『
日
韓
会
談
文
書
情
報
公
開
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
』
文
書
番
号
一
八
一
九
。
こ
の
軍
政
延
長
声
明
に
対
す
る
日
米
両
政
府
の
反
応
に
つ
い
て
は
、

金
『
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
政
治
史
』
三
〇
三
―
三
〇
五
頁
を
参
照
。

（
（（
）　
「
中
平
課
長
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
」
一
九
七
二
年
一
〇
月
一
八
日
、
外
務
省
記
録
『
韓
国
情
勢
（
朴
大
統
領
特
別
宣
言
及
び
戒
厳
令
）』

（
二
〇
一
三
―
三
四
〇
八
）
外
務
省
外
交
史
料
館
。

（
（7
）　

外
務
大
臣
発
後
宮
大
使
（
韓
国
）
宛
電
信
「
本
大
臣
・
丁
特
使
会
談
」
一
九
七
二
年
一
〇
月
二
五
日
、
外
務
省
記
録
『
韓
国
情
勢

（
朴
大
統
領
特
別
宣
言
及
び
戒
厳
令
）』。

（
（（
）　

外
務
大
臣
発
韓
国
大
使
宛
電
信
「
本
大
臣
・
丁
特
使
会
談
」
一
九
七
二
年
一
〇
月
二
七
日
、
外
務
省
記
録
『
韓
国
情
勢
（
朴
大
統
領

特
別
宣
言
及
び
戒
厳
令
）』。

（
（（
）　

官
房
総
務
参
事
官
「
第
二
一
回
関
係
幹
部
協
議
会
討
議
要
旨
」
一
九
七
二
年
一
一
月
一
一
日
、
外
務
省
記
録
『
韓
国
情
勢
（
朴
大
統

領
特
別
宣
言
及
び
戒
厳
令
）』。

（
30
）　

同
右
。

（
3（
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
九
年
一
〇
月
二
七
日
夕
刊
。

（
3（
）　

同
右
、『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
九
年
一
〇
月
二
八
日
。

（
33
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
九
年
一
〇
月
三
一
日
。

（
34
）　

中
国
課
「
大
平
総
理
の
中
国
訪
問
（
意
義
と
評
価
）」
一
九
七
九
年
一
二
月
一
〇
日
、
服
部
龍
二
「
大
平
・
鄧
小
平
・
華
国
鋒
会
談

記
録
―
一
九
七
九
年
二
、
一
二
月
」『
中
央
大
学
論
集
』
第
三
二
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）
六
四
頁
。

（
3（
）　
『
Ｃ
．Ｏ
．Ｅ
．オ
ー
ラ
ル
・
政
策
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

股
野
景
親
（
元
駐
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
大
使
）
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
政

策
研
究
大
学
院
大
学
、
二
〇
〇
五
年
）
三
一
一
頁
。

（
3（
）　T

elegram
 from

 Em
bassy T

okyo to Secretary of State, Subject: RO
K

 Fonm
in visits T

okyo, A
pril （（, （（（0, 

Japan and the U
nited States: D

iplom
atic, Security, and Econom

ic Relations, Part III, （（（（

―（000 

（hereafter Japan 
and the U

nited States III

）, D
N

SA
.

（
37
）　
『
股
野
景
親
（
元
駐
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
大
使
）
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
三
一
一
頁
。
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（
3（
）　

同
右
、
三
一
四
頁
。

（
3（
）　

北
東
ア
ジ
ア
課
「
一
九
日
総
理
記
者
会
見
（
朝
鮮
半
島
関
係
）
発
言
要
旨
」
一
九
八
〇
年
五
月
一
九
日
、
外
務
省
開
示
資
料
（
二
〇

一
九
―
〇
〇
〇
四
九
―
〇
〇
〇
二
）。

（
40
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
五
月
一
九
日
。

（
4（
）　

同
右
。
米
国
務
省
は
、
日
本
政
府
が
「
重
大
な
関
心
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
は
前
例
の
な
い
こ
と
と
し
て
注
目
し
て
い
た
。

M
em

orandum
 from

 Robert G. Rich, Jr. to H
olbrooke, Subject: Japanese express concern about developm

ents in 
K

orea, M
ay （（, （（（0, Japan and the U

nited States III, D
N

SA
.

（
4（
）　

外
務
大
臣
発
韓
国
大
使
宛
電
信
「
内
政
問
題
（
韓
国
全
土
非
常
戒
厳
令
宣
布
）（
韓
国
側
ブ
リ
ー
フ
）（
Ｂ
）」
一
九
八
〇
年
五
月
二

一
日
、
外
務
省
開
示
資
料
（
二
〇
一
九
―
〇
〇
〇
四
九
―
〇
〇
〇
九
）。

（
43
）　M

em
orandum

 from
 Robert G. Rich, Jr. to H

olbrooke, Subject: Japanese express concern about developm
ents 

in K
orea, M

ay （（, （（（0.

（
44
）　
『
股
野
景
親
（
元
駐
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
大
使
）
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
三
一
五
頁
。

（
4（
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
七
月
九
日
。

（
4（
）　

国
正
武
重
『
伊
東
正
義
―
総
理
の
イ
ス
を
蹴
飛
ば
し
た
男　

自
民
党
政
治
の
「
終
わ
り
」
の
始
ま
り
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）

三
一
頁
。

（
47
）　

小
倉
和
夫
『
秘
録
・
日
韓
一
兆
円
資
金
』（
講
談
社
、
二
〇
一
三
年
）
二
二
頁
。

（
4（
）　

中
曽
根
康
弘
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
〇
九
年
八
月
二
〇
日
、
軽
井
沢
）。

（
4（
）　

伊
東
の
言
動
に
は
「
韓
国
嫌
い
」
が
随
所
に
表
れ
、
韓
国
側
を
警
戒
さ
せ
た
。
若
宮
『
戦
後
保
守
の
ア
ジ
ア
観
』
一
七
八
頁
。

（
（0
）　

こ
う
し
た
鈴
木
内
閣
の
外
交
姿
勢
に
対
し
て
、
外
務
省
内
に
は
漠
と
し
た
疑
問
が
存
在
し
て
い
た
。
小
倉
和
夫
氏
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
六
日
）。

（
（（
）　

宇
治
『
鈴
木
政
権
』
一
三
〇
頁
。

（
（（
）　

郭
根
珠
「『
金
大
中
内
乱
陰
謀
事
件
』
と
日
本
社
会
の
対
応
―
救
命
運
動
を
中
心
に
」
柳
相
榮
・
和
田
春
樹
・
伊
藤
成
彦
編
『
延
世

大
学
金
大
中
図
書
館
研
究
叢
書 

一　

金
大
中
と
日
韓
関
係
―
民
主
主
義
と
平
和
の
日
韓
現
代
史
』（
延
世
大
学
金
大
中
図
書
館
、
二
〇
一
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三
年
）
一
九
八
頁
。

（
（3
）　

宇
治
『
鈴
木
政
権
』
一
三
一
頁
。

（
（4
）　
「
日
本
側
対
応
・
関
心
事
項
等
（
資
料
）」
日
付
な
し
、
外
務
省
開
示
資
料
（
二
〇
一
九
―
〇
〇
〇
五
一
―
〇
〇
〇
三
）。

（
（（
）　

小
倉
和
夫
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
六
日
）。

（
（（
）　

一
二
月
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
全
斗
煥
が
実
権
を
掌
握
す
る
と
、
ヴ
ァ
ン
ス
国
務
長
官
（Cyrus R. V

ance

）
と
ブ
ラ
ウ
ン
国
防
長
官

（H
arold Brow

n
）
は
連
名
で
カ
ー
タ
ー
政
権
と
し
て
と
る
べ
き
対
韓
政
策
の
目
的
を
覚
書
に
し
て
大
統
領
に
送
っ
た
。
第
一
に
、
危
険

な
軍
の
分
裂
を
阻
止
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
秩
序
あ
る
文
民
指
導
者
の
下
で
の
広
い
支
持
基
盤
の
あ
る
民
主
的
政
府
へ
の
機
運
を
維
持
す

る
こ
と
、
第
三
に
、
韓
国
軍
を
強
固
に
保
ち
、
韓
国
の
独
立
維
持
に
重
点
を
置
く
こ
と
に
よ
り
、
北
朝
鮮
が
冒
険
主
義
に
走
る
こ
と
を
抑

制
す
る
こ
と
で
あ
る
。M

em
orandum

 for the D
irector of Central Intelligence, Subject: D

evelopm
ents in K

orea, D
ecem


ber （4, （（7（, CK

（34（（（333（, U
.S. D

eclassified D
ocum

ents O
nline

（hereafter U
SD

D
O

）.

（
（7
）　W

illiam
 H

. Gleysteen Jr., M
assive E

ntanglem
ent, M

arginal Influence: Carter and K
orea in Crisis 

（W
ashington, 

D
C: Brookings Institution Press, （（（（

）　pp.（7（

―（（（.

（
（（
）　M

em
orandum

 for M
r. K

om
er, Subject: Parallel U

SJapan Contacts w
ith K

orea, A
ugust （（, （（（0, Japan and the 

U
nited States III, D

N
SA

.

（
（（
）　T

elegram
 from

 Em
bassy T

okyo to Secretary of State, A
ugust 4, （（（0, Subject: K

im
 D

aeJung T
rial in K

orea, 
CK

（34（（（00（7, U
SD

D
O

.

（
（0
）　T

elegram
 from

 Secretary of State to Em
bassy T

okyo, Septem
ber （0, （（（0, Subject: Foreign M

inister Ito has a 
busy day, Japan and the U

nited States I, D
N

SA
.

（
（（
）　Gleysteen Jr., M

assive E
ntanglem

ent, M
arginal Influence, pp.（7（

―（7（.

（
（（
）　T

elegram
 from

 Em
bassy T

okyo to Secretary of State, A
ugust 4, （（（0, Subject: K

im
 D

aeJung T
rial in K

orea.

（
（3
）　

石
田
智
範
「
日
米
関
係
に
お
け
る
対
韓
国
支
援
問
題
、
一
九
七
七
―
一
九
八
一
年
」『
国
際
政
治
』
第
一
七
六
号
（
二
〇
一
四
年
三

月
）
一
五
―
二
〇
頁
。

（
（4
）　M

em
orandum

 for Secretary of D
efense, Subject: Security Subcom

m
ittee M

eeting w
ith the Japanese, July （, 
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（（（0, Japan and the U

nited States III, D
N

SA
.

（
（（
）　M

em
orandum

 for A
SD

/ISA
 from

 R. W
. K

om
er, A

ugust （（, （（（0, Japan and the U
nited States: D

iplom
atic, 

Security, and Econom
ic Relations, （（77

―（（（（, D
N

SA
.

（
（（
）　T

elegram
 from

 Em
bassy T

okyo to Secretary of State, A
ugust 7, （（（0, Subject: K

im
 D

aeJung T
rial in K

orea, 
CK

（34（（（00（（, U
SD

D
O

.

（
（7
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
九
月
一
七
日
夕
刊
。

（
（（
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
九
月
一
八
日
。

（
（（
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
九
月
二
二
日
夕
刊
。

（
70
）　T

elegram
 from

 Em
bassy Seoul to Secretary of State, Septem

ber 30, （（（0, Subject: Fukuda

’s visit to K
orea, 

Japan and the U
nited States III, D

N
SA

.

（
7（
）　

北
東
ア
ジ
ア
課
「
高
島
次
官
の
崔
大
使
と
の
会
談
に
関
す
る
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
（
金
大
中
裁
判
）」
一
九
八
〇
年
一
一
月
五
日
、
外

務
省
記
録
『
金
大
中
事
件
』（
二
〇
一
八
―
〇
〇
一
三
）、
外
務
大
臣
発
韓
国
大
使
宛
電
信
「
金
大
中
問
題
（
木
内
局
長
の
韓
国
大
使
へ
の

申
入
れ
）」
一
九
八
〇
年
一
一
月
七
日
、
外
務
省
記
録
『
金
大
中
事
件
』（
二
〇
一
八
―
〇
〇
一
六
）
外
務
省
外
交
史
料
館
。

（
7（
）　T

elegram
 from

 Em
bassy Seoul to Secretary of State, Subject: K

im
 D

ae Jung, N
ovem

ber （4, （（（0, Japan and 
the U

nited States III, D
N

SA
.

（
73
）　T

elegram
 from

 Em
bassy T

okyo to Secretary of State, N
ovem

ber （（, （（（0, Subject: Consultations w
ith Japan 

on the K
im

 D
ae Jung issue, T

PU
W

EP7（（（0（4（4, U
SD

D
O

.

（
74
）　

北
東
ア
ジ
ア
課
「
金
大
中
裁
判
に
つ
き
日
本
政
府
が
韓
国
側
に
対
し
て
行
な
っ
た
要
請
（
一
九
八
〇
・
九
以
降
）」
外
務
省
開
示
資

料
（
二
〇
一
九
―
〇
〇
〇
五
―
〇
〇
〇
二
）。

（
7（
）　
『
毎
日
新
聞
』
一
九
八
〇
年
一
一
月
二
六
日
。

（
7（
）　

宇
治
『
鈴
木
政
権
』
一
三
二
―
一
三
三
頁
。

（
77
）　

村
岡
臨
時
代
理
大
使
発
外
務
大
臣
宛
電
信
「
ス
ズ
キ
首
相
・
サ
イ
大
使
会
談
（
報
道
）」
一
九
八
〇
年
一
一
月
二
五
日
、
外
務
省
記

録
『
金
大
中
事
件
』（
二
〇
一
八
―
〇
〇
一
三
）
外
務
省
外
交
史
料
館
。
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（
7（
）　

須
之
部
大
使
（
韓
国
）
発
外
務
大
臣
宛
電
信
「
金
大
中
問
題
（
朝
鮮
日
報
リ
ー
ク
事
件
）」
一
九
八
〇
年
一
一
月
三
〇
日
、
外
務
省

記
録
『
金
大
中
事
件
』（
二
〇
一
八
―
〇
〇
一
三
）。

（
7（
）　

須
之
部
大
使
（
韓
国
）
発
外
務
大
臣
宛
電
信
「
韓
国
政
情
（
内
話
）」
一
九
八
〇
年
一
二
月
九
日
外
務
省
記
録
『
日
韓
関
係
／
全
斗

煥
政
権
成
立
直
後
』（
二
〇
一
四
―
四
九
七
二
）
外
務
省
外
交
史
料
館
。

（
（0
）　

李
庭
植
著
／
小
此
木
政
夫
・
古
田
博
司
訳
『
戦
後
日
韓
関
係
史
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
九
年
）
一
五
三
頁
。

（
（（
）　

村
岡
臨
時
代
理
大
使
（
韓
国
）
発
外
務
大
臣
宛
電
信
「
金
大
中
問
題
」
一
九
八
〇
年
一
一
月
二
八
日
、
外
務
省
記
録
『
金
大
中
事

件
』（
二
〇
一
八
―
〇
〇
一
三
）。

（
（（
）　

須
之
部
大
使
（
韓
国
）
発
外
務
大
臣
宛
電
信
「
韓
国
政
情
（
内
話
）」
一
九
八
〇
年
一
二
月
八
日
、
外
務
省
記
録
『
日
韓
関
係
／
全

斗
煥
政
権
成
立
直
後
』。

（
（3
）　T

elegram
 from

 Secretary of State to Em
bassy T

okyo, N
ovem

ber （（, （（（0, Subject: Gleysteen/O
kaw

ara 
discussion re K

im
 D

ae Jung, CK
（34（（（（（（4, U

SD
D

O
.

（
（4
）　T

elegram
 from

 Em
bassy T

okyo to Secretary of State, Subject: A
m

bassador

’s N
ov （（ luncheon w

ith Foreign 
M

inister Ito: K
im

 D
ae Jung issue, D

ecem
ber （, （（（0, CK

（34（（（（（30, U
SD

D
O

.

（
（（
）　

小
此
木
政
夫
「
新
冷
戦
下
の
日
米
韓
体
制
―
日
韓
経
済
協
力
交
渉
と
三
国
戦
略
協
調
の
形
成
」
小
此
木
政
夫
・
文
正
仁
編
『
日
韓
共

同
研
究
叢
書　

四　

市
場
・
国
家
・
国
家
体
制
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）
一
九
二
―
一
九
三
頁
、
ド
ン
・
オ
ー
バ
ー

ド
ー
フ
ァ
ー
、
ロ
バ
ー
ト
・
カ
ー
リ
ン
『
二
つ
の
コ
リ
ア
―
国
際
政
治
の
中
の
朝
鮮
半
島
（
第
三
版
）』（
共
同
通
信
社
、
二
〇
一
五
年
）

一
四
九
―
一
五
〇
頁
。

（
（（
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
一
年
一
月
二
四
日
。

（
（7
）　

鈴
木
政
権
時
代
の
金
大
中
死
刑
判
決
問
題
、
借
款
問
題
、
教
科
書
問
題
を
総
合
的
に
考
察
し
た
研
究
に
、H

ong N
. K

im
, 

“JapaneseSouth K
orean Relations after the Park A

ssassination
”, Journal of N

ortheast A
sian Studies, V

ol. （. N
o. 4 

（D
ecem

ber （（（（

）、
チ
ャ
『
米
日
韓
反
目
を
超
え
た
提
携
』、
金
栄
鎬
『
日
韓
関
係
と
韓
国
の
対
日
行
動
―
国
家
の
正
統
性
と
社
会
の

「
記
憶
」』（
彩
流
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
若
月
秀
和
『
冷
戦
の
終
焉
と
日
本
外
交
―
鈴
木
・
中
曽
根
・
竹
下
政
権
の
外
政　

一
九
八
〇
～
一

九
八
九
年
』（
千
倉
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。
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（
（（
）　

小
倉
『
日
韓
一
兆
円
資
金
』
六
九
頁
。

（
（（
）　

小
此
木
「
新
冷
戦
下
の
日
米
韓
体
制
」
二
〇
二
―
二
〇
七
頁
、
若
月
『
冷
戦
の
終
焉
と
日
本
外
交
』
一
五
七
―
一
六
二
頁
。
中
曽
根

と
全
斗
煥
の
脅
威
認
識
が
完
全
に
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
曽
根
に
よ
れ
ば
、「
全
斗
煥
は
反
共
主
義
者
で
、
軍
人
出
身
だ
か

ら
同
じ
共
産
主
義
の
中
ソ
が
提
携
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
が
、
中
曽
根
自
身
は
、
中
ソ
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
国
家
利
益
を
持
っ
て
い

る
と
観
察
し
て
い
た
。
中
曽
根
康
弘
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
〇
九
年
九
月
八
日
、
東
京
）。

（
（0
）　

小
此
木
「
新
冷
戦
下
の
日
米
韓
体
制
」
二
〇
四
頁
。

（
（（
）　

小
倉
『
日
韓
一
兆
円
資
金
』
二
七
八
頁
。

（
（（
）　

同
右
、
二
七
九
頁
。

（
（3
）　
「
第
二
回
首
脳
会
談
（
テ
ー
タ
テ
ー
ト
会
談
）」
服
部
龍
二
「
中
曽
根
康
弘
首
相
・
全
斗
煥
大
統
領
会
談
録
―
一
九
八
三
年
一
月
」

『
中
央
大
学
論
集
』　

第
三
六
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）
五
三
頁
。

（
（4
）　

小
倉
『
日
韓
一
兆
円
資
金
』
二
八
〇
頁
、
小
倉
和
夫
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
六
日
）。

（
（（
）　

オ
ー
バ
ー
ド
ー
フ
ァ
ー
、
カ
ー
リ
ン
『
二
つ
の
コ
リ
ア
』
一
七
七
―
一
八
三
頁
。

（
（（
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
七
年
七
月
一
日
夕
刊
。
一
九
八
七
年
一
月
ま
で
駐
韓
国
公
使
を
務
め
た
谷
野
作
太
郎
氏
は
、
こ
の
民
主
化
宣

言
を
驚
き
を
も
っ
て
見
た
と
振
り
返
る
。
谷
野
作
太
郎
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
一
二
年
五
月
二
二
日
、
東
京
）。

（
（7
）　

カ
ー
タ
ー
政
権
の
韓
国
に
対
す
る
「
人
権
外
交
」
へ
の
日
本
政
府
の
反
応
は
概
し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿

を
改
め
た
い
。

（
（（
）　

木
宮
「
日
韓
関
係
の
力
学
と
展
望
」
五
八
頁
。

（
（（
）　

李
元
徳
「
歴
史
問
題
を
巡
る
日
韓
の
葛
藤
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
金
慶
珠
・
李
元
徳
共
編
『
日
韓
の
共
通
認
識
』
三
七
―
三
八
頁
。

（
（11
）　

木
宮
「
日
韓
関
係
の
力
学
と
展
望
」
六
三
―
六
四
頁
。

（
（1（
）　

安
倍
首
相
は
、
二
〇
二
〇
年
一
月
の
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
、「
元
来
」
と
留
保
を
付
け
つ
つ
「
基
本
的
価
値
と
戦
略
的
利
益
を

共
有
す
る
最
も
重
要
な
隣
国
」
と
の
表
現
を
復
活
さ
せ
た
。

（
（10
）　
「
安
倍
首
相
に
よ
る
『
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
言
』
二
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
挨
拶
」
二
〇
一
八
年
一
〇
月
九

日
、https://w

w
w

.kantei.go.jp/jp/（（_abe/actions/（0（（（0/0（japan_korea.htm
l

（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
閲
覧
）。
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（
（10
）　

添
谷
芳
秀
『
安
全
保
障
を
問
い
な
お
す
―
「
九
条
―
安
保
体
制
」
を
越
え
て
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
一
〇
六
―
一
〇
七

頁
、
外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
高
麗
大
学
に
お
け
る
小
渕
総
理
大
臣
演
説
―
新
世
紀
の
日
韓
関
係
―
新
た
な
歴
史
の
創
造
」
一
九
九
九
年

三
月
二
〇
日
、https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/press/enzetsu/（（/eos_03（0.htm
l

（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
一
日
閲
覧
）。


